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午前10時０分開議 

 

出 席 議 員（35名） 

１番 河 野 通 博 （みやざき未来灯） 

２番 永 山 敏 郎 （県民連合立憲） 

３番 今 村 光 雄 （公明党宮崎県議団） 

４番 工 藤 隆 久 （  同  ） 

５番 山 内 いっとく （宮崎県議会自由民主党） 

６番 山 口 俊 樹 （  同  ） 

７番 下 沖 篤 史 （  同  ） 

８番 齊 藤 了 介 （  同  ） 

９番 黒 岩 保 雄 （  同  ） 

10番 渡 辺 正 剛 （  同  ） 

13番 外 山   衛 （  同  ） 

14番 脇 谷 のりこ （未来への風） 

15番 松 本 哲 也 （県民連合立憲） 

16番 坂 本 康 郎 （公明党宮崎県議団） 

17番 重 松 幸次郎 （  同  ） 

18番 野 﨑 幸 士 （宮崎県議会自由民主党） 

19番 佐 藤 雅 洋 （  同  ） 

20番 内 田 理 佐 （  同  ） 

21番 川 添   博 （  同  ） 

22番 荒 神   稔 （  同  ） 

23番 日 高 博 之 （  同  ） 

24番 福 田 新 一 （  同  ） 

25番 本 田 利 弘 （  同  ） 

27番 図 師 博 規 （無所属の会 チームひむか） 

28番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団） 

29番 井 本 英 雄 （自民党同志会） 

30番 岩 切 達 哉 （県民連合立憲） 

31番 中 野 一 則 （宮崎県議会自由民主党） 

32番 濵 砂   守 （ 同 ） 

33番 安 田 厚 生 （ 同 ） 

34番 坂 口 博 美 （ 同 ） 

35番 山 下   寿 （  同  ） 

36番 山 下 博 三 （  同  ） 

37番 二 見 康 之 （  同  ） 

39番 日 髙 陽 一 （  同  ） 
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総 合 政 策 部 長  川 北 正 文 

政 策 調 整 監  大 東   収 

総 務 部 長  田 中 克 尚 

危 機 管 理 統 括 監  津 田 君 彦 
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農 政 水 産 部 長  児 玉 憲 明 
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◎ 議案第22号から第32号まで追加上程

○外山 衛議長 これより本日の会議を開きま

す。

 本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案の委員会付託でありますが、お手元に配

付のとおり、知事から議案第22号から第32号ま

での各号議案の送付を受けましたので、これら

を日程に追加し、議題とすることに御異議あり

ませんか。〔巻末参照〕

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山 衛議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

 議案第22号から第32号までの各号議案を一括

上程いたします。

◎ 知事提案理由説明

○外山 衛議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。

 ただいま提案いたしました議案の御説明に先

立ち、２点御報告を申し上げます。

 １点目は、高病原性鳥インフルエンザの発生

についてであります。

 今シーズン、韓国では９月に養鶏場での発生

が確認され、県内においても、これまでで最も

早い10月中旬から野鳥での感染が複数確認され

ていたことから、養鶏農家や関係機関と情報を

共有し、最大限の警戒に努めておりました。

 そのような中、先月22日、日向市の約４万

8,000羽を飼養する肉用養鶏場において、高病

原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されま

した。

 国の特定家畜伝染病防疫指針では、判定後24

時間以内を目安に殺処分を、72時間以内を目安

に埋却を完了することとされています。21日午

後５時、まだ疑い事例が確認された段階であり

ましたが、県対策本部会議を開催し、あらかじ

め初動防疫の対応等について確認し、全庁を挙

げて迅速な対応を図るよう指示しました。

 その後、翌22日午前８時、国において疑似患

畜と判定されたことを受け、ＪＡ、県建設業協

会、日向市をはじめとする多くの団体・企業等

の御協力をいただき、延べ480名態勢で発生農

場の防疫措置を実施しました。

 あわせて、同時刻から県内４か所に消毒ポイ

ントを設置し、畜産関係車両の消毒を実施する

とともに、同日午前11時より、畜産関係団体等

を招集して緊急防疫会議を開催し、改めて発生

防止対策の徹底を強く呼びかけたところであり

ます。

 今シーズンは、今回の事例を含め、これまで

に全国で４道県６事例の発生が確認されてお

り、その発生時期も過去と比べて早くなってお

ります。

 引き続き、「防疫を標準装備に」を合い言葉

に、関係団体等と緊密に連携し、農場へのウイ

ルス侵入防止対策のさらなる強化を図るなど、

危機感を持って発生を防止するための取組を進

めてまいります。

 ２点目は、「神楽」の2028年ユネスコ無形文

化遺産への提案決定についてであります。

 先月28日、神楽が本年度のユネスコ無形文化

遺産への提案案件に決定したと国から発表があ

り、2028年の登録に向けて大きく前進しまし

た。長きにわたり、誇りと情熱を持って神楽の

保存・継承に取り組んでこられた全ての皆様に

深く敬意を表します。

 これまで本県では、日本の伝統文化である神
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楽の歴史的・文化的価値をさらに高め、地域に

おける神楽の保存・継承の意欲を創出し、ひい

ては、地域社会の維持・活性化につなげていく

ため、神楽のユネスコ無形文化遺産登録を目指

してまいりました。そして、本県が全国の関係

団体に呼びかけ、国への要望活動や機運の醸成

に取り組んでまいりました。

 県議会におかれましても、神楽の魅力発信や

保存・継承に向けた取組に対し、長年にわたり

強力に支えていただきましたことを、この場を

お借りしまして厚く御礼申し上げます。

 今後、本件については、来年３月末までにユ

ネスコに提案され、2028年の登録に向けた審査

が行われる予定となっております。

 県としましても、引き続き、ユネスコ登録に

向けて国内外に神楽の魅力を発信していくとと

もに、この取組を通じて、将来にわたり神楽の

保存・継承につなげていくことができるよう精

力的に取り組んでまいります。

 それでは、ただいま提案いたしました議案の

概要について御説明申し上げます。

 今回、追加提案しました議案は、国の令和７

年度補正予算に対応するもの、並びに、県職

員、市町村立学校職員及び特別職の給与改定を

行うものです。

 初めに、補正予算案についてであります。

 補正額は、一般会計が459億9,120万3,000

円、特別会計が192万7,000円、公営企業会計が

17億7,113万1,000円であります。この結果、一

般会計の予算規模は7,295億9,558万3,000円と

なります。

 今回の補正予算案による一般会計の歳入財源

は、分担金及び負担金８億6,408万円、国庫支

出金216億963万7,000円、繰入金54億4,261万

8,000円、諸収入８億4,126万8,000円、県債172

億3,360万円であります。

 続きまして、一般会計補正予算案に計上した

主な事業の概要について御説明いたします。

 今回、国の補正予算への対応として、国土強

靱化対策等の公共事業及び物価高対策事業を計

上しております。

 まず、国土強靱化対策等の公共事業について

は、道路や河川、砂防、港湾等の整備、土地改

良や農地防災、造林や治山などに要する経費を

措置するものです。

 次に、物価高対策事業として計上した「物価

高対応プレミアム付商品券等発行事業」は、重

点支援地方交付金を活用して早期に事業効果を

上げるため、市町村に対し、プレミアム付商品

券等の発行に要する費用を補助するための経費

です。

 なお、当事業以外の重点支援地方交付金を活

用した物価高対策事業につきましては、国の補

正予算の詳細内容等を精査した上で、改めて事

業を構築し、補正予算を編成してまいります。

 次に、予算以外の議案について御説明いたし

ます。

 議案第30号及び第31号は、県職員及び市町村

立学校職員の給与を改定するため、関係条例の

改正を行うものです。

 議案第32号は、特別職の期末手当の支給月数

を改定するため、関係条例の改正を行うもので

す。

 以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明しました。議員の皆様におかれまし

ては、よろしく御審議のほどお願いいたしま

す。〔降壇〕

○外山 衛議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問
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○外山 衛議長 ただいまから一般質問に入り

ます。まず、黒岩保雄議員。

○黒岩保雄議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。日南市選出、自民党の黒岩保雄でご

ざいます。傍聴席の皆様、インターネットで御

覧の皆様、今日はありがとうございます。

 本日は冒頭に議案の追加上程があり、一般質

問のスタートの時間が少し遅れましたが、私と

この後の山内いっとく議員で何とか12時で終わ

るように調整しますので、御安心いただきたい

と思います。

 さて、私事でありますが、去る12月１日付

で、宮崎県セーリング連盟の会長に就任させて

いただきました。この連盟の会員はおよそ60名

で、約半数を占める高校生や大学生も会費を負

担しながら、高校の先生などが役員となって運

営されています。

 滋賀国スポでも、セーリングの470級や420

級、そしてウインドサーフィン級で入賞を果た

し、宮崎国スポでの活躍に大きな期待が寄せら

れています。

 私も微力ながら、競技の普及と競技力の向上

に努め、本県の天皇杯獲得に貢献できるよう尽

力してまいりたいと考えております。どうぞ引

き続き、セーリング連盟に対する御理解と御支

援をよろしくお願いいたします。そういうこと

で、今日はセーリング団体の国スポ用のバッジ

をここにつけさせていただいております。

 先日、ある方から、「黒岩さんはセーリング

経験者だったんですね」と顔をまじまじと見詰

められました。恐らく肌の色が黒いため、そう

思われたのかもしれませんが、全くの素人であ

りまして、これから勉強してまいりたいと思っ

ています。

 今回は、県政に関する課題、各方面から寄せ

られた要望事項などを中心に、６項目について

質問いたします。今日は一般質問の最終日でご

ざいますが、緊張感を持って質問に臨みますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

 初めに、チャレンジ県政について質問いたし

ます。

 本県が令和６年度から取り組む日本一挑戦プ

ロジェクトは、いよいよ来年度に総仕上げの年

を迎えます。最終的には、目標の達成が求めら

れるところでありますが、私は、これまでの過

程で、様々なアイデアの絞り出し、試行錯誤し

ながらの取組、そして条例の制定などが行わ

れ、まさに全庁挙げた取組により、職員にやる

気を、県民には誇りをもたらしているのではな

いかというふうに考えています。

 こうしたことから、次なるプロジェクトにも

取り組むべきと考えており、その方向を決める

ために必要な調査を行うのであれば、令和８年

度の当初予算に関連経費を組み込む必要がある

と思いますので、今回確認をしておきたいと思

います。

 そこで、日本一挑戦プロジェクトは来年度に

最終年度を迎えるが、その先のプロジェクトの

方向性について、知事のお考えをお伺いしたい

と思います。

 以降の質問は質問者席で行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

 日本一挑戦プロジェクトは、県総合計画アク

ションプランの中でも、本県の強みを生かせる

３つの分野を特出しし、「安心と希望あふれる

宮崎」の早期実現に向けて、昨年度からの３年

間、施策と財源の強化を図りながら、重点的、

集中的に展開しているものであります。
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 このような中、来年度にはアクションプラン

と同じく、日本一挑戦プロジェクトも最終年度

を迎えることから、私自身としては、この期間

中にしっかりと成果を上げることを最優先と

し、目標達成に向け、全庁一丸となって関連施

策を推進してまいります。

 一方で、県政の次なる成長に向けては、本県

の強みにさらなる磨きをかけ、未来を切り開い

ていく新たなプロジェクトや施策を構築してい

くことが必要と考えております。

 このような認識の下、来年度の「重点施策の

推進方針」において、２年後の国スポ・障スポ

や、８年後の置県150年を見据えた施策の推進

を掲げたところであります。

 なお、国スポに向けて、今セーリングの御指

摘がありました。私自身も大学時代、ごく短い

期間でありますが、ヨット部に所属し、スナイ

プ級に乗っていたことがございます。宮崎にと

りまして、マリンスポーツは極めて重要である

と考えておりますし、国スポを弾みにさらにそ

の振興を図ってまいりたい、今そのような思い

を共有したところであります。

 喫緊の課題であります人口減少への対応等に

加え、これらの取組を着実に進めながら、引き

続き、本県の持続的な発展に向けた基盤づくり

に努めてまいります。以上であります。〔降壇〕

○黒岩保雄議員 それでは、知事のほうにもぜ

ひセーリング連盟の特別顧問としてお入りいた

だくように、また御案内をしたいというふうに

思っております。

 宮崎国スポ・障スポや置県150年が次なるプ

ロジェクトだということでございます。次なる

宮崎国スポ・障スポや置県150年は、ダイナ

ミックで幅広い産業の振興、県民生活の向上な

ど、多くの県民が利益やサービスを享受できる

取組をお願いしたいと思います。

 さて、国においては、「建国をしのび、国を

愛する心を養う」という趣旨の下、２月11日を

建国記念の日としています。

 一方、本県では、宮崎県が再置された明治16

年５月９日に合わせ、毎年その日に、県庁敷地

内にある川越進翁の胸像前に、知事をはじめ、

県関係者、県議会議員、川越翁の子孫の方など

が参集し、献花式を行っています。

 御案内のとおり宮崎県は、一旦誕生したもの

の、その後、鹿児島県に併合され、当時の鹿児

島県議会議員の川越進氏―今の清武町出身で

ございます―が中心となって分離独立運動を

起こし、1883年に再置されました。

 顕彰碑には、川越翁が血のにじむような努力

を傾け、幾多の曲折を経て、ついに実現したと

刻まれています。再置の翌年には、宮崎大学の

前身となる宮崎県尋常師範学校が設置されるな

ど、再置により本県発展の基礎がつくられ、現

在に至っています。

 こうした県の「再置をしのび、県を愛する心

を養う」という意味で、再置された５月９日を

記念し、その日を「県民の日」とする考えはな

いか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ５月９日は、分県運動

に尽力されました川越進翁をはじめとする先人

の方々の御労苦により、宮崎県が再置された日

であります。

 毎年、県庁の前庭に置かれております川越翁

の胸像の献花式におきましては、本県の礎を築

かれた諸先輩方から託された「たすき」を次の

世代へつないでいかなければならない、そうい

う思いを新たにしているところであります。

 県民が郷土の歴史や文化に対する理解を深

め、ふるさとを愛する心を育むことは、大変重
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要なことと認識しております。

 「県民の日」を制定することにつきまして

は、一つの御提案として受け止め、他県の事例

等を調査研究しながら、引き続き、郷土に対す

る誇りと愛着の醸成に努めてまいります。

○黒岩保雄議員 提案として受け止め、他県の

事例等を調査研究いただけるということで、前

回の質問で私が提案いたしました水族館の整備

よりも知事の反応がよかったなというふうに

思っております。

 「県民の日」の制定を検討される際には、県

内の学校等で、本県の歴史などに焦点を絞った

授業などの実施も考えてほしいと思います。九

州では、鹿児島県だけが制定しているようでご

ざいますので、九州で２番目となるよう、しっ

かりと調査研究をお願いしたいと思います。

 次に、県内では、市町村合併による施設の統

廃合や、人口減少による小中学校の閉校などに

より、市町村が有する施設の利用が停止される

ケースが散見されます。

 県教育委員会に伺いましたところ、過去10年

間で廃校になった小中学校は34あるとのこと

で、廃校が活用されている例を私なりに調べた

ところ、３校ほどしか見つけることができませ

んでした。もちろん10年以上前に廃校になり、

今も利用されていない学校も多数あります。

 市町村は遊休施設の活用を模索している状況

にありますが、財政的な課題もあり、思うよう

に活用が進んでいないのが現状です。

 遊休施設はおおよそ人口減少の著しい地域に

あるため、遊休施設を核とした地域振興は、大

きな意味を持つものと考えています。

 そこで、知事は、市町村が遊休施設を多く保

有していることに対し、どのような考えを持っ

ておられるのかお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 市町村において、人口

減少等の理由により、これまで地域コミュニ

ティーの核となっていた学校など多くの公共施

設の利用が停止され、遊休化している現状は、

私としても、県内各地を訪問する中で実際に目

にしてきたところであります。

 こうした遊休施設の在り方については、それ

ぞれの市町村で、財政状況を踏まえた上で、地

域づくりの観点から、地域の特性や住民のニー

ズ等に応じて検討がなされていると考えており

ます。

 このような中、県では、例えば、廃校等を改

修しコミュニティー施設を整備するなど、市町

村が進める地域づくりに対する支援のほか、公

共施設等適正管理推進事業債のような、交付税

措置のある有利な地方債などの活用に向けた助

言も行っております。

 私は以前、日南市で廃校となった潮小学校の

跡地にできた、当時あったレストランで食事を

したり、今はキャンプ場として活用されている

ようでありますが、活用事例というものも目に

しているところでありまして、それぞれの市町

村で、地域の実情に応じて、様々なアイデアを

凝らして取組を進められているということも感

じております。

 今後、人口減少が進むにつれ、公共施設の遊

休化は、地域においてますます大きな課題にな

るものと考えられますことから、引き続き市町

村の取組を支援してまいります。

○黒岩保雄議員 日南市潮小学校の例も挙げて

いただきました。また、木城町では、閉校した

小学校を活用した宿泊や、食品加工の機能を備

えた地域活性化の拠点づくりを行う事業がス

タートし、県も補助しているというふうに伺っ

ております。まずは、市町村の実態把握ととも
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に、このような補助事業の周知や拡充のほか、

活用事例の紹介を行うなど、市町村に寄り添っ

た対応をお願いしたいと思います。

 次に、医療環境の充実に関連する質問を行っ

てまいります。

 県立３病院については赤字が続いております

が、私は、県立病院は、救急医療や感染症対応

など、民間病院では対応が難しい分野の役割も

担っているため、黒字にならなくてもやむを得

ない部分があると感じております。

 しかし、言い換えれば、救急医療などが行え

ない公立病院に対しては、住民の不満が高まる

ということでございます。医師や看護師の確保

の課題もある中ではありますが、本県の３つの

県立病院は救急搬送の受入れが円滑にできてい

るのか確認したいと思います。

 そこで、県立病院の令和６年度の救急患者の

応需率について、病院局長にお伺いいたしま

す。

○病院局長（𠮷村久人君） 救急患者の応需率

は、救急搬送を受け入れた件数を、受入れ要請

のあった件数で割って算出したものです。

 令和６年度の救急患者の応需率は、宮崎病院

が 74.1％、延岡病院が 98.2％、日南病院が

80.4％です。

○黒岩保雄議員 この応需率が高いのか低いの

かの物差しについては、全国のデータをいろい

ろ調べてもらいましたが、見当たりませんの

で、評価がしづらいところではあります。

 延岡病院はほとんど受入れができているのに

対し、宮崎病院はおよそ４回に１回、日南病院

は５回に１回の割合で応需できていないという

ことが分かりました。

 それでは、このように県立病院間で救急患者

の応需率に差がある理由を、病院局長にお伺い

いたします。

○病院局長（𠮷村久人君） 各地域において、

宮崎病院は３次救急、延岡病院は２次・３次救

急、日南病院は２次救急を担っており、病院に

よって受入れ患者の重症度に違いがあります。

 このような中、宮崎病院では、１次・２次救

急などの医療機関で対応可能な患者の搬送要請

が多いことや、当直医師が既に他の重篤患者に

対応中の場合があること、延岡病院では、地域

内で症例や重症度ごとにあらかじめ搬送先が決

められており、延岡病院での治療が必要と判断

された患者が搬送されていること、日南病院で

は、特に平日夜間や休日に同時に複数の救急患

者に対応している場合や処置できる医師がいな

い症例で、受入れが困難となる場合があること

などの理由により、応需率に差が生じておりま

す。

○黒岩保雄議員 差がある理由を大まかに私な

りに解釈しますと、宮崎病院では、他の医療機

関でも受入れできる患者はそちらに搬送してい

る。延岡病院では、延岡病院での治療が本当に

必要と判断された患者のみを搬送するよう、あ

らかじめ決めている。日南病院は、処置できる

医師がいないため、受入れできないことがある

ということでございます。

 最も問題なのは、日南病院の受入れ体制が

整っていない、さらに言えば、宮崎病院や延岡

病院のように、ほかに紹介できる医療機関もあ

まりないということでございます。

 そうした中、とりわけ深刻なのが、南那珂地

区における消化管出血による救急患者の搬送先

の確保です。

 そこで、昨年11月議会で私が行った一般質問

の答弁にあった、広域での救急搬送における消

防機関と医療機関の連携強化に向けたメディカ
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ルコントロール協議会のその後の対応について

はどうであったか、危機管理統括監にお伺いい

たします。

○危機管理統括監（津田君彦君） 消防や医療

機関及び県などで構成するメディカルコント

ロール協議会では、救急患者の迅速かつ適切な

搬送及び受入れ体制の構築のため、あらかじめ

二次医療圏内を中心とした搬送先医療機関を消

防本部ごとに定めた上で、受入先が速やかに決

まらない場合に備え、広域的な搬送先医療機関

を整理しているところです。

 昨年11月以降の取組としては、南那珂地区を

はじめとする各地区メディカルコントロール協

議会で、搬送困難事案の情報共有と事後検証が

行われたほか、令和７年４月開催の県メディカ

ルコントロール協議会では、高齢者等の救急患

者の搬送困難事案の増加に伴う二次医療圏を超

えた救急患者搬送の連携の在り方などについて

協議を行ったところです。

 今後も、南那珂地区における消化管出血の傷

病者などの対応が困難な地域の搬送先医療機関

の見直しや連携強化に向けて、関係機関と協議

を進めてまいります。

○黒岩保雄議員 昨年11月の答弁では、「県の

メディカルコントロール協議会において、適

宜、搬送先医療機関の見直しを行うなど、救急

関係機関の連携強化を図ってまいる」とされて

おりましたが、この１年間、その課題に対する

取組が進んでいないということは非常に残念で

ございます。今後は搬送医療機関の見直しや連

携強化の協議を進めるということでございます

ので、早急な取組をお願いいたします。

 先日、日南市消防本部に、令和６年における

消化管出血による傷病者の搬送実績をお伺いし

ました。

 １月から12月までの間に42件の搬送を行って

おりましたが、医療機関に受入れの交渉を行っ

た時間が平均17.7分、交渉を行った回数が平均

3.9回となっていました。現場に救急に行って

も、搬送先が決まらず、その場で18分近く滞在

を延長せざるを得ない状況であります。そし

て、最も長かった交渉時間は100分、実に20回

の交渉を行っていた例もございました。

 また、42件の搬送のうち、日南市内の医療機

関に搬送できたのは14件、全体の３分の１で、

そのほかは、ほぼ宮崎市内でございます。

救急搬送を要請された本人や御家族の心情、

そして家族の視線を受けながら必死に搬送先を

探す消防職員の心中は、察するに余りある状況

でございます。

 搬送先の医療機関の確保は、医療圏内のメ

ディカルコントロール協議会などで行うことに

なっていますが、圏域内での受入れ医療機関の

確保が困難な場合は、県が事務局を務める県メ

ディカルコントロール協議会がしっかりと機能

し、役割を果たすべきだと考えています。

 また、先ほどの県立日南病院のように、専門

医がいないため救急患者の受入れができない状

況にあることは、最終的には医師の確保の問題

となってきます。

 このように、救急搬送先が医療圏内に見つか

らず、他の医療圏を探すのに時間を要する事例

もある中、県民が不安なく医療を受けられるよ

う、どのように取り組んでいくのか、知事の見

解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 二次医療圏内で対応困

難な疾病等の救急患者の救命率の向上を図るた

めには、医療圏を超えた患者の迅速な搬送、医

療機関の受入れ体制の構築が極めて重要であり

ます。
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 搬送時に、受入れ医療機関において手術中で

あったり専門医が不在である場合など、やむを

得ず受入れ調整に時間を要する事案もあります

ことから、県では、答弁申し上げましたよう

に、メディカルコントロール協議会において搬

送困難事案の検証を行った上で、傷病者の搬送

に関する実施基準や、傷病者の状況に応じた受

入れ医療機関を事前に定めるなど、受入れルー

ルの策定に取り組んでおります。円滑な受入れ

のために、極めて重要なものと考えておりま

す。

 また、県民が安心して医療を受けるためには

医師の確保が重要でありますので、関係機関と

連携し、地域枠の設置等を通じた若手医師の養

成確保や、ドクターバンクなどによる県外から

の医師招聘に取り組んでいるところでありま

す。

 今後とも、メディカルコントロール協議会に

おいて、圏域内で対応が困難な事例も含め、消

防機関と医療機関の連携や救急搬送体制の強化

に向け協議を行うとともに、医師確保の取組を

着実に進めながら、救急医療をはじめ、県民の

皆様が安心して過ごせるような医療提供体制の

確保に努めてまいります。

○黒岩保雄議員 今後、今回の消化管出血の傷

病者の搬送のように、圏域内での対応が困難な

事例も含め、連携や救急搬送体制の強化の協議

を行うということでございますので、一日も早

い体制の構築をお願いしたいと思います。

 また、こうした問題は、本日、日南市議会の

議員がお二人傍聴に見えておりますので、情報

を共有させていただき、連携した取組を図って

いきたいというふうに考えております。

 救急搬送の時間短縮においては、高速道路の

整備は欠かせないところであります。東九州自

動車道の清武南－日南東郷間の開通により、日

南市から宮崎市への救急搬送の時間も短縮され

たほか、急カーブなどもなく、患者の安全な搬

送に大きな効果をもたらしています。

 整備促進に御尽力いただいている知事をはじ

め、関係各位、そして本日、傍聴席におられる

宮崎日南生活（いきいき）ロード女性の会の皆

さんに心からお礼申し上げます。今後もさらな

る整備と開通を心待ちにしております。

 一方で、特に日南東郷インターから日南北郷

インターの区間の路面に数か所の段差が見ら

れ、救急車に同乗した家族の方からも改善を求

める声をいただいております。

 私も県庁に行く際にはこの高速道路をよく利

用しますが、確かに段差が見られ、車が小さく

ジャンプし着地した地点に黒いタイヤ痕が残っ

ている箇所が散見されます。救急患者、障がい

者、高齢者の方々には、特に衝撃の伝わりが大

きく感じられるのではないかと思います。

 そこで、県土整備部長に、東九州自動車道の

未整備区間の早期整備や開通区間の機能維持に

向けた取組についてお伺いいたします。

○県土整備部長（桑畑正仁君） 東九州自動車

道の開通に伴い、日南市から宮崎市方面への緊

急搬送では、約９割が高速道路を利用してお

り、県南地域の救急医療環境の改善に大きく寄

与しております。

 今後さらに緊急搬送などの医療環境を充実さ

せるためには、未整備区間の早期整備や開通区

間の良好な走行性を確保する維持管理が大変重

要と考えております。

 このため、鹿児島県など４県１市で構成する

建設促進協議会等において、計画的かつ長期的

な道路整備と維持管理を国土交通省等へ強く訴

えたところであり、今後も関係機関と連携しな
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がら、必要な予算の確保に向けて国へ要望して

まいります。

○黒岩保雄議員 今回の段差の件も、国土交通

省宮崎河川国道事務所によろしくお伝えいただ

きまして、関連する予算の確保につきまして

は、知事を先頭に引き続きよろしくお願いした

いと思います。

 次に、県内の厚生福祉関係団体から県に出さ

れている要望などについて、幾つか県の見解を

伺ってまいります。

 保険指定を受けた薬局である保険薬局は、休

日も当番薬局として開局しています。宮崎県薬

剤師連盟によりますと、当番日には、県内で30

軒ほどの保険薬局が、休日当番医の発行した処

方箋に応需し、調剤、服薬指導を行っているそ

うであります。

 休日当番医は市町村から運営を委託されてお

りますが、休日当番薬局は委託されていませ

ん。こうした中、同連盟から県への要望とし

て、休日の開局について、人件費などの経費負

担が重くなってきているとして、必要な予算措

置のお願いが出されています。

 そこで、休日当番薬局に対する支援につい

て、県の考えを福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 休日当番薬局

は、休日受診による調剤や薬の相談などに対応

されており、県民が安心して暮らす上で不可欠

な存在であると認識しております。

 国が策定した「患者のための薬局ビジョン」

において、薬局は24時間対応機能を備えること

とされており、休日当番を含む薬局の経費負担

は、時間外等加算などの調剤報酬で措置されて

いるものと認識しております。

 一方で、休日出勤に伴う経費負担が重くなっ

ているという意見を伺っておりますので、県と

しましては、休日当番薬局が安定的に機能し、

薬剤師の皆様が安心して働けますよう、薬剤師

会等関係団体と意見交換を行ってまいります。

○黒岩保雄議員 休日当番を含む薬局には、時

間外等加算などの調剤報酬が措置されていると

いうことでございますが、この措置がちょっと

足りないんじゃないかということでございます

ので、薬剤師連盟としっかりと意見交換をよろ

しくお願いしたいと思います。

 続いて、宮崎国スポに向けたドーピング防止

のために、スポーツファーマシストの養成につ

いての支援要望が、同じく薬剤師連盟から出さ

れています。

 スポーツファーマシストとは、最新のアン

チ・ドーピング規則やスポーツ薬理学などに関

する知識を持つ薬剤師のことであるようです。

 ここで、宮崎国スポに向けたドーピング防止

の取組について、宮崎国スポ・障スポ局長にお

伺いいたします。

○宮崎国スポ・障スポ局長（山下栄次君） 県

では、県競技力向上対策本部が設置するコン

ディショニングサポート専門委員会の取組とし

て、九州ブロック予選を含め、当年の国スポに

参加する全ての選手を対象に、服用している医

薬品やサプリメント等に関する調査を実施し、

薬剤師が禁止薬物のチェックを行っておりま

す。

 また、本大会に向けては、選手、指導者を対

象とした研修が義務づけられており、県スポー

ツ協会と連携し、医師、薬剤師等で構成された

スポーツ医・科学委員会において、日常におけ

る服薬等の留意点やドーピングについての基礎

的な知識の講義を実施しております。

 さらに、選手や指導者が年間を通じて薬剤師
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に相談できる窓口を設置し、ドーピング防止に

努めているところです。

○黒岩保雄議員 薬剤師連盟によりますと、こ

の活動のためには、スポーツファーマシストの

資格を持つことが望ましいというふうに言われ

ておりまして、その資格取得を支援してほしい

ということでございます。万全の体制を構築す

る上で、しっかりと薬剤師連盟の意見も伺って

いただきたいと思います。

 次に、看護師等養成所の支援です。

 県立看護学校については、この後、山内いっ

とく議員が取り上げるとして、先日、県医師会

からの御意見で、医師会が運営する看護学校

は、大多数の学生が県内医療機関に就職してお

り、地域貢献は高いにもかかわらず、行政から

の支援が少ないと伺っています。看護師不足の

中、こうした養成所には支援が必要ではないか

と考えています。

 そこで、福祉保健部長にお伺いいたします

が、県内の看護師等養成所に対する県からの運

営費補助金の状況と補助対象養成所の県内就職

率、並びに県としての支援の強化についてどの

ように考えておられるのかお伺いいたします。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 運営費補助金

は、養成所の運営の強化等を目的に補助するも

のであり、令和７年度の当初予算額は、対象の

15校合わせて約２億6,000万円となっておりま

す。

 また、対象となる県内の看護師等養成所の令

和７年３月に卒業した学生の県内就職率は、医

師会立の養成所全体で85.9％、学校法人などそ

れ以外の養成所の合計で58.1％となっておりま

す。

 県内養成所は、少子化等に伴う学生数の減

少、物価高騰や人件費の増により、経営が厳し

い状況にありますが、本県の看護人材の確保に

大きな役割を果たしており、安定的な運営を図

ることは大変重要でありますので、県としまし

ては、今後とも必要な支援に努めてまいりま

す。

○黒岩保雄議員 県看護連盟によりますと、看

護師等養成所の定員充足率は年々減少してお

り、令和６年度は75.4％で、このままいきます

と、県内の看護職員数の確保は危機的状況にな

るというふうに言われております。看護師等養

成所の地域貢献、必要性は御認識いただいてい

るようでございますので、必要な支援に努めて

いただくように、よろしくお願いしたいと思い

ます。

 次に、県有施設の管理についてです。

 先日、県議会厚生常任委員会で、延岡市にあ

る県立むかばき青少年自然の家を調査させてい

ただきました。豊かな自然、多機能な設備、教

員等の資格を有した専門的なスタッフの配置な

ど、すばらしい環境でございました。

 ただ、ここで違和感を覚えましたのが、青少

年自然の家の県の所管が教育委員会ではなく、

子供政策を担う福祉保健部であるということで

ございます。

 県の条例を見ると、「教育関係の公の施設に

関する条例」の中に、県立高校、特別支援学校

とともに、３つの少年自然の家が明記してあり

ます。この施設が青少年の健全育成などを目的

としていることや、対象年齢が子供だけではな

いということを考慮しますと、教育委員会が所

管することが適切だと思われます。

 そこで、知事部局と教育委員会で青少年自然

の家をどのように管理しているのか、過去の経

緯を含めて、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。
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○福祉保健部長（小牧直裕君） 県では、平成

17年度まで、青島に設置した総合青少年セン

ターを知事部局で、青島、むかばき、御池の３

つの少年自然の家を教育委員会で所管しており

ました。

 18年度以降は、指定管理者制度の導入と併

せ、３施設とも青年層まで利用対象とするとと

もに、名称も「青少年自然の家」に統一し、知

事部局で管理することとなりました。

 なお、指定管理者による児童生徒への指導状

況を確認する際など、教育的観点が必要な場合

には、教育委員会と連携して指定管理者への助

言等を行っております。

○黒岩保雄議員 青年層まで利用対象を広げま

して、青少年自然の家に名称を統一した、その

タイミングで知事部局が管理することになっ

て、現在はこども家庭課が所管されているとい

うことでございます。

 ところで、昨年９月の決算特別委員会の分科

会におきまして、３つの青少年自然の家につい

て、教育や施設の管理など、幅広い観点から施

設の在り方を検討するよう意見が出されました

が、その検討状況について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 青少年自然の

家の在り方の検討については、今年４月に教育

委員会と福祉保健部でワーキングチームを立ち

上げ、現在、施設活用の現状や全国の状況等に

ついて、情報収集や整理を行っているところで

す。

 今後、施設利用者の声の集約や維持コストな

どについての検討を行いながら、学校教育活動

や青少年健全育成の観点も踏まえた上で、中長

期的な展望も含めた施設の在り方について取り

まとめることとしております。

○黒岩保雄議員 担当課にお伺いしましたとこ

ろ、全国においては、青少年自然の家は設置主

体が都道府県ではない場合もありますが、全て

の都道府県に設置してあるということでござい

ます。

 この３つの自然の家に係る公共施設等総合管

理計画の行政系施設個別施設計画の改訂に向け

た検討を令和５年度に行い、今後10年間は適切

な修繕を行いつつ施設を継続していくとされて

います。

 存続か廃止かという視点ではなく、いかに施

設の効果を高めていくかという視点での検討が

必要ではないかと考えております。

 このように、現在、在り方を検討中であると

いうことでございますが、青少年自然の家が今

後どのようにあるべきと考えるか、知事にお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 青少年自然の家は、恵

まれた自然環境の中で仲間たちと宿泊生活を送

りながら、自然体験や集団体験などを通じて、

健康で心豊かな人間形成を図ることを目的とし

て設置しておりまして、このような体験活動の

機会を持つことは、青少年の成長過程において

大変重要であると考えております。

 健全な心と体を育てていく上で、青少年自然

の家は、周囲の豊かな自然環境を最大限に生か

しながら、年齢に合った様々な体験活動を教育

的観点を踏まえて実施できる唯一の施設であり

まして、年間約10万人の青少年が利用されるな

ど、多くの県民に親しまれております。

 今後の在り方としましては、老朽化や少子化

の影響などにより、様々な課題はありますが、

教育委員会ともしっかり連携しながら、引き続

き、適切な管理・運営を図るとともに、時代の

ニーズに合った学びの場を提供し、青少年の健
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やかな成長を支えてまいります。

○黒岩保雄議員 しっかりと管理していただけ

るということでございます。今後は、施設の目

的、機能、管理団体との連携などを踏まえた上

で、施設の管理はどの部署が適切かといったと

ころについても検討いただきたいと思います。

 次に、地方自治法に基づく指定管理者制度の

目的については、民間事業者の活力を活用した

住民サービスの向上、施設管理における費用対

効果の向上、管理主体の選定手続の透明化であ

ることは御案内のとおりです。

 今年２月の外山衛議員―現在の議長でござ

いますが―の代表質問でも応募状況について

取り上げられましたが、今回、少し掘り下げて

質問いたします。

 指定管理者制度を導入している施設のうち、

募集に対して応募が１者のみとなっているもの

は何件あるのかお伺いします。また、そのうち

前回募集も１者のみの応募となっているものは

何件あるのか、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（田中克尚君） 本県において、指

定管理者制度を導入している施設は145施設あ

りますが、指定管理者の選定に当たり、複数施

設をまとめて募集するものなどもありますこと

から、件数としては27件の募集を行っておりま

す。

 それぞれの直近の応募状況につきましては、

１者のみとなったものが20件であり、そのうち

前回も１者であったものは18件となっておりま

す。

○黒岩保雄議員 総務省は、「指定管理者の指

定の申請にあたっては、住民サービスを効果

的、効率的に提供するため、サービスの提供者

を民間事業者等から幅広く求めることに意義が

あり、複数の申請者に事業計画書を提出させる

ことが望ましい」と通知しています。

 現在、管理を受託している団体等に何か問題

があるということは全く考えておりませんが、

１者のみの応募では競争性が働かず、指定管理

者制度の目的が十分に果たせていないのではな

いかと考えますが、知事の見解をお伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 指定管理者制度は、民

間事業者等の有するノウハウの活用により、多

様化する県民ニーズに効果的、効率的に対応し

ていくことを目的としておりまして、導入施設

については、県民サービスの向上や施設管理に

おける費用対効果などの観点から、一定の効果

が得られているものと認識しております。

 議員御指摘のとおり、県民サービスのさらな

る向上のためには、募集に当たって複数の応募

者を確保し、競争性を持たせることが重要と考

えております。

 そのため、他の自治体で実績がある団体等へ

の個別の呼びかけのほか、参入しやすい環境を

整えるため、関心を寄せる団体等のニーズ把握

に努めているところであります。

 引き続き、施設の特性に応じた募集要件の検

討、見直しなどを適宜行いながら、効果的な制

度運用に努め、さらなる県民サービスの向上に

つなげてまいります。

○黒岩保雄議員 働く人の確保の問題、人件費

をはじめとするコスト上昇などを考慮します

と、１者だけでも応募していただけることはあ

りがたいという見方もございますが、知事の言

われるように、県民サービスの向上、さらには

選定や委託料算定の透明性を高めるためにも、

複数の申請者となるよう、募集要件の検討、見

直しを各部でしっかり考えていただきたいと思

います。
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 次に、国スポ・障スポに関連した質問です。

 宮崎県庁の職員の中には、職員の顔のほか

に、各種スポーツ競技における県内トップレベ

ルの選手や、競技役員などの顔を持つ方が結構

おられるというふうに聞きます。仕事の傍ら選

手として、また競技役員として活動されている

ことに敬意を表したいと思います。

 そこで気になるのが、こうした方々が大会な

どに胸を張って行ってきますと言える職場環境

にあるかということでございます。言い換えれ

ば、私的な用務として、年次休暇で出場するこ

とになっていないかという点でございます。

 私は若い頃、日南市役所野球部で全国大会に

出場する機会があり、職場からせんべつや激励

の言葉をいただき、気持ちよく送り出していた

だきました。また、その際の休暇等の服務につ

いては、年次休暇ではなく職務専念義務の免

除、分かりやすく言いますと、「職務のほうは

いいから頑張ってこい」という取扱いをしてい

ただきました。こうした激励を受け、１回戦で

負けたものの、思いっ切りプレーすることがで

きたのを覚えています。

 宮崎国スポ・障スポに向けて、プレ大会の出

場など、県職員である選手や競技役員の出場機

会の増加が見込まれる中、各部課長がせんべつ

を出されるかどうかは別として、本県開催の国

スポ・障スポにおいて、職員が意欲を持って役

員や選手として参加できるように、休暇等の服

務の取扱いを検討すべきではないかと考えてお

りますが、総務部長の見解をお伺いいたしま

す。

○総務部長（田中克尚君） 本県開催となる国

スポ・障スポを円滑に運営し、成功させるため

には、全庁を挙げた協力体制が不可欠でありま

して、県職員が、選手や監督、審判員をはじめ

とする競技役員、さらには大会運営スタッフな

どとして、積極的に参加する必要があると考え

ております。

 現状、国スポ・障スポに参加する際の職員の

服務については、それぞれの参加する形態に

よって、公務としての出張や職務専念義務の免

除、年次休暇の取得といった整理をしておると

ころでございますが、今後の本県開催に向け

て、職員が意欲的に参加できるよう、現在、先

催県の事例等も参考にしながら検討を進めてお

ります。

○黒岩保雄議員 総務部長も職員が意欲的に参

加してほしいという気持ちがあり、現在、検討

を進めておられるということでございます。

 検討に際しましては、職専免の手続の簡素化

を図るなど、取得しやすい環境づくりにも配慮

いただきたいと思います。

 そして、県内の市町村や企業等にも、こうし

た選手や競技役員がおられますので、整理され

た際には、同様の服務の取扱いの要請もお願い

しておきたいと思います。

 次に、外国人労働者の住居確保についてであ

ります。

 本県においても、外国人労働者の雇用が進む

一方で、その住居の確保に多くの事業者が苦慮

されています。

 これまでに私も、公営住宅の目的外使用によ

る外国人労働者の入居などについて、一般質問

で取り上げてまいりました。昨日も今村議員が

取り上げたところでございます。

 県の建築住宅課をはじめ関係する部署の方々

は、市町村への制度の周知や円滑な運用に尽力

されていると伺っています。

 一方で、公営住宅の目的外使用の一つの課題

としてあるのが、外国人の入居に際しての住宅

- 206 -



令和７年12月３日(水)

の修繕であります。目的外使用であるため、そ

の修繕には市町村も予算を組みづらいところで

あるのでしょうか。

こうした中、農政水産部では、農業外国人の

入居に関して、その修繕に係る補助金を市町村

に交付していると伺いました。

 そこで、令和６年５月に施行された農業外国

人材住居確保対策加速化事業の目的と創設経緯

並びに周知状況について、農政水産部長にお伺

いいたします。

○農政水産部長（児玉憲明君） 外国人材の受

入れに当たって、住居の確保は大きな課題です

が、民間の賃貸住宅が少ない地域では、住居の

確保が困難な場合があります。

 このため、令和５年度から、都城市の県営住

宅において、国の承認を得た上で、農業分野で

働く外国人材の受入れを開始したところ、これ

まで６人の入居に至っております。

 議員御指摘の事業は、この取組を市町村営住

宅に拡大するため、昨年度から、公営住宅活用

マニュアルを作成し、市町村へ配布するととも

に、公営住宅の修繕費の一部を補助しているも

のです。

 この事業を農業や公営住宅の市町村担当者会

議で周知したところ、これまでに、宮崎市や日

南市など６つの市で、公営住宅での受入れが始

まったところであります。

○黒岩保雄議員 この補助事業の周知によりま

して、６つの市で受入れが始まったということ

でございます。さらなる活用を期待しておりま

す。

 また、この補助金の交付要綱では、１室に複

数人の外国の方が入居するケースが多い中で、

部屋の間仕切りをする工事は対象になっていな

いということでございますので、そういったプ

ライバシー保護の観点からも、制度の内容につ

いても見直しをよろしくお願いしたいと思いま

す。

 ただいまの農政水産部長の説明では、民間の

賃貸住宅が少ない地域では、住居の確保が困難

な場合があるために、市町村営住宅の入居を促

進するものであるということでありますが、住

居の確保が難しいのは農業外国人だけでしょう

か。建設や水産、林業など、他産業も同様に苦

慮されております。これこそ県庁の縦割り行政

の弊害で、制度の公平性に欠けていると言わざ

るを得ません。

 今年度から、県の産業政策課が外国人材の受

入れ・定着の推進に関する総合調整や窓口とな

ることになりましたので、こうした課題を解決

していただけるものと期待しております。

 そこで、先ほど説明のありました農業外国人

材住居確保対策加速化事業を他の分野に拡充す

るなど、公営住宅を活用した外国人材の住居確

保の支援について、総合政策部長の見解をお伺

いいたします。

○総合政策部長（川北正文君） 外国人材の受

入れ・定着を促進するためには、住居の確保な

ど、受入れ環境の整備は大変重要であります。

 昨年度、県が実施した調査においても、多く

の事業者が、住居の確保に関することを、外国

人材を受け入れるに当たっての課題として挙げ

ておりました。

 県ではこれまで、農業や介護の分野において

住居確保に係る支援を行ってきたほか、庁内の

外国人材関係部署を集めた会議を開催し、公営

住宅の利活用をはじめとした住居確保の取組に

ついて、全庁的な情報共有を図ってきたところ

です。

 また、外国人材の受入れに関する市町村との
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意見交換の場も設けており、今後、各地域や産

業におけるニーズを丁寧に聞き取りながら、公

営住宅の利活用を含め、必要な取組を進めてま

いります。

○黒岩保雄議員 ただいまの答弁では、各地域

や産業のニーズを伺い、公営住宅の利活用を含

め、必要な取組を進めるということでございま

したので、どうぞ早急な対応をよろしくお願い

したいと思います。

 最後に、私の選出区である日南市に関係する

懸案事項について質問します。

 まず、サーフィンの関係でございます。

本県の県北から県南までの海岸は、その地形

などにより、それぞれ個性のあるサーフスポッ

トがございます。

 各スポットでは、駐車場、トイレやシャワー

施設の整備に差があるため、開催できるサー

フィン大会の規模にも違いが出ているのではな

いかと思う一方で、大きな大会は開催できない

ものの、プライベートでも訪れたくなるような

人気のスポットもあるようでございます。

 このように、本県には多くのサーフスポット

が存在しておりますが、今後どのように活用

し、誘客を図ろうとしているのか、知事にお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県内には、初心者から

上級者まで楽しめる多種多様なサーフスポット

がありまして、この恵まれた地域資源を最大限

に生かし、サーフィンによる誘客を図ること

は、本県のスポーツツーリズムを推進する上で

大変重要であると考えております。

 先日、東京から朝一便の飛行機で帰ってまい

りましたときに、あのターンテーブルのところ

に、次から次へサーフボード、そしてゴルフ

バッグが運ばれてくる。このスポーツが大きく

誘客に結びついていることを改めて実感いたし

ました。

 そのため県では、ワールドサーフィンゲーム

ス等の大規模大会が開催される国内屈指のサー

フスポットであります宮崎市木崎浜の環境整備

のほか、県内各地で開催されます国内外のサー

フィン大会への支援などを行っております。

 また、インフルエンサーやＳＮＳ等を活用し

た県内サーフスポットの情報発信により、本県

の魅力をＰＲするとともに、民間が行うサー

フィンスクールなどへの支援に取り組むこと

で、訪れる人々が本県の魅力を深く体験できる

スポーツアクティビティーを生かした誘客を

図っております。

 サーフィンの大会などでは、ネットでライブ

配信されることも多いわけですが、そうすると

国内外に魅力を発信することができる。この大

会誘致も極めて重要な課題であろうかと考えて

おります。

 今後とも、こうした取組により、本県のサー

フィン環境を国内外にＰＲすることで、「サー

フィンの聖地みやざき」としてのブランド力の

向上を図るとともに、県内各地における新たな

大会誘致や誘客促進につなげてまいります。

○黒岩保雄議員 宮崎市の木崎浜は、世界大会

が開催される国内屈指のスポットであります

が、県内の各地で開催されるサーフィン大会に

も支援を行っており、今後も県内各地への大会

誘致や誘客を促進するということでございます

ので、どうぞよろしくお願いしたいと思いま

す。

 こうしたサーフスポットの環境整備として、

日南市から、風田浜のスポットに駐車場や常設

のトイレ整備などの要望が出されています。

 この環境が十分でない風田浜について、県は
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今後どのように取り組んでいかれるのか、商工

観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 風田浜

は、地元サーフィン連盟主催のサーフィン大会

や、過去には全日本クラスの大会が開催される

など、県内有数のサーフスポットであります

が、一方で、常設のトイレ等がなく、今後、大

会等の誘致を優位に進めるためには、環境整備

は課題であると認識しております。

 このため県では、サーフィン大会誘致やス

ポーツキャンプ受入れのため、施設等の改修を

行う市町村への支援や、多くのサーファーが安

全・安心にサーフィンを楽しめるよう、ルール

やマナーを示した看板設置等の環境整備に取り

組んでおります。

 引き続き、市町村や関係団体等と連携しなが

ら、スポーツ環境づくりにしっかりと取り組

み、「スポーツランドみやざき」のより一層の

推進に努めてまいります。

○黒岩保雄議員 木崎浜の大会に出場した国内

外の選手は、その合間などに日南のスポットに

もよく来ているそうでございます。木崎浜だけ

環境が整っても、知事の言われる「サーフィン

の聖地みやざき」にはなりません。

 今紹介のあった施設等の改修支援について

は、その期間が本年度までとなっているようで

ございますので、令和８年度以降においても支

援できる予算をしっかりと組んでいただくよう

にお願い申し上げます。

 次に、日南市油津港は現在、東京航路のＲＯ

ＲＯ船、神戸航路のフィーダー船、クルーズ船

のほか、大型チップ船などが就航しています。

 特に近年は、モーダルシフトの受皿として、

船舶需要の高まりのほか、高速道路開通による

港湾機能の充実の期待を受け、県はその機能向

上として、油津港第10岸壁の延伸工事に着手し

ておられますが、その進捗状況と今後の整備に

ついて、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（桑畑正仁君） 油津港では、

県南地域の産業や経済を支える重要な拠点とし

て、物流機能や災害対応力の強化に取り組んで

いるところです。

 第10岸壁の整備については、大型化する貨物

船への対応や、地震時の耐震性を確保するた

め、令和５年度に75メートルの延伸事業に着手

したところです。

 工事に際して、耐震設計を行った結果、岸壁

基礎部の液状化対策が必要と判明したため、令

和６年度から施工の範囲を広げて地盤改良工事

を行っており、今後の本体工事の早期着手に向

けて、鋭意、進捗を図っているところです。

 今後とも、国土強靱化対策などを活用し、必

要な予算の確保に努め、早期の整備に取り組ん

でまいります。

○黒岩保雄議員 答弁では、本体工事はこれか

らだということでございますので、遅れている

んだなということが分かりました。必要な予算

獲得を、知事を先頭に国にしっかり働きかけを

よろしくお願いしたいと思います。

 次に、最後の質問です。

 県は、県内３つの県立高校において、令和８

年度から高等特別支援学校を開設いたします。

 先日の松本哲也議員の質問にもありました

が、県では、高等特別支援学校の卒業生につい

て、一般就労100％を目指すとしており、生徒

をはじめ、保護者の方々の期待も大きいのでは

ないかと思います。

 また、就労に向けては、地域企業と連携し、

より就労に近い実践的な学習を行うデュアルシ

ステムの実施が重要となりますが、その体制の
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構築が求められるところであります。

 そこで、日南くろしお支援学校日南校説明会

における参加者の反応や、デュアル教育システ

ムを行うための準備の状況について、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（吉村達也君） 来年４月に日南高校

内に高等特別支援学校として開校する日南くろ

しお支援学校日南校の学校説明会を今年８月に

開催し、入学希望者、保護者、学校職員など、

合わせて45名が参加しております。

 参加した生徒や保護者からは、実際の教室等

を見学したことで、日南高校の生徒の雰囲気を

感じることができ安心した、入学への期待が高

まったなどの声が寄せられております。

 また、現在、日南市企業連携協議会と連携し

た企業向け学校説明会等を行い、生徒の実習へ

の理解と協力を呼びかけるなど、デュアル教育

システムの構築に取り組んでおります。

 なお、県立日南病院においても、清掃や資材

の補充等の実習を行うことも検討しているとこ

ろです。

○黒岩保雄議員 質問は以上でございますけれ

ども、先日、神楽のユネスコ無形文化遺産への

提案決定のニュースを見ました。ライバルと目

されていました温泉文化よりも先に神楽が申請

候補になったということは、大きな喜びでござ

います。

 このニュースのインタビューの中で、河野知

事が涙している姿が映し出されるのを見て、私

も目頭が熱くなりました。日頃あまり喜怒哀楽

を表情に出さない知事の人間味のある一面を見

て、これまでの苦労や傾けられた情熱の大きさ

が伝わってきたからでございます。

 今回の質問では、救急搬送で行き先の見つか

らない傷病者のことを取り上げました。南那珂

地区の住民や消防隊員は、そうした不安を抱え

ながら今日を過ごしています。どうか知事にお

かれましては、県民の立場に寄り添った人間味

のある県政を進めてほしいと願っております。

以上で質問を終わります。（拍手）

○外山 衛議長 次は、山内いっとく議員。

○山内いっとく議員〔登壇〕（拍手） 皆さ

ん、おはようございます。自由民主党、都城選

出の山内いっとくです。傍聴に来てくださり、

ありがとうございます。楽しく、真面目に、信

念を持って、一生懸命、「たましい」の力で活

動しております。先輩議員のように短歌を歌っ

たりお笑いを取ったりすることはできません

が、今回も宮崎の未来をつくるため質問させて

いただきたいと思います。

 まず、子供・若者の自殺対策について伺いま

す。

 去年１年間に県内で自殺した人は188人で、

30年ほど前に統計を取り始めて以降、最も少な

くなりました。一方、自殺する人の割合に着目

すると、宮崎県の人口10万人当たりの自殺者数

は去年18.4人で、宮崎県は全国と比べ厳しい状

況が続いております。

また、若年層の自殺は全国的に深刻な社会問

題であり、国も自殺総合対策大綱を改訂し、特

に子供・若者への支援強化を求めております。

宮崎県においても例外ではなく、令和５年の

統計では、若年層の自殺率が高い水準で推移し

ていると報告されております。

 そこで質問します。宮崎県における子供・若

者の自殺の現状について、知事の認識を伺いま

す。

 以降の質問は質問者席にて行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま
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す。

 本県の10代の自殺者数は、令和元年の４人か

ら毎年増加し、令和５年には10人となりました

が、令和６年は３人に減少したところでありま

す。しかしながら、毎年自殺者が生じているこ

とに変わりはなく、私も大変心を痛めていると

ころであります。

 子供・若者の自殺は、家庭や学校、地域社会

に深刻な影響を与えるものであります。継続的

で多岐にわたる対策が極めて重要と考えており

ます。

 国におきましては、全国的に小中高生の自殺

が増加し続けておりますことから、今年６月に

自殺対策基本法を改正し、子供に係る自殺対策

を社会全体で取り組むことを基本理念として明

記したところであります。

 自殺は、学校問題や健康問題、家庭問題など

多様な問題が複合的に絡み合い、追い込まれた

末に引き起こされるとされておりますことか

ら、県では、学校におけるＳＯＳの出し方に関

する教育や、関係団体による幅広い相談窓口の

設置など、様々な施策を実施しております。

 子供・若者の命はかけがえのないものであり

ます。自殺を防ぐことは大変重要な課題であり

ますので、誰一人自殺に追い込まれることのな

い社会の実現を目指し、今後も関係機関と一体

となって対策に取り組んでまいります。以上で

あります。〔降壇〕

○山内いっとく議員 国においては増加してい

るが、宮崎では減少しているようです。

 現在の自殺対策は、学校、福祉、医療が連携

して対応しております。しかし、支援の手が届

きにくい子供や、家庭、学校以外に相談できる

場を持たない若者が多数存在いたします。子

供・若者の自殺を防ぐためには、学校内の対策

だけではなく、日常の中で悩みを打ち明けられ

る第三の相談窓口が必要です。

 千葉県では、24時間ＬＩＮＥ相談を導入し、

若者の声に寄り添う取組が進められておりま

す。また、都城市では、子供の命を守るため

に、市内の公立小中学校で貸与されている約１

万4,000人の全てのタブレット端末に「かくれ

てしまえばいいのです」というアプリを導入し

ました。これは、生きるのがしんどいと感じて

いる子供・若者向けのウェブ空間です。

 そこで質問します。本県でも、子供・若者の

自殺対策として、ＩＣＴ等を活用した支援強化

の必要性や今後の取組について、福祉保健部長

に伺います。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 議員御指摘の

ありましたとおり、家族や教師等の身近な大人

に相談しづらい状況にある子供・若者が多くい

ると考えられますことから、ＩＣＴを活用した

支援強化は重要であると認識しております。

 県では、子供・若者専用のＳＮＳ相談窓口の

設置や、全国規模のＳＮＳ相談事業者と連携協

定を締結し、当該事業者で受けました県内在住

者からの相談を県内の支援機関に適切に紹介す

るなど、幅広い支援を行っているところです。

 県としましては、今後とも、子供・若者の行

動様式やニーズを的確に捉えながら、ＩＣＴを

適切に活用した子供・若者の自殺対策に取り組

んでまいります。

○山内いっとく議員 ぜひ、教育委員会とも連

携し、ＩＣＴを適切に活用し、子供・若者が誰

一人、自ら命を落とすことがないように進めて

いただくよう要望したいと思います。

 続きまして、子供の居場所に関してですが、

近年、共働き世帯の増加を背景に、子供の居場

所が注目され、放課後児童クラブや放課後子供
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教室、公園、児童館、子ども食堂など、様々な

場所が見直されております。

特に、放課後児童クラブの重要性とニーズが

高まっております。しかしながら、定数に枠が

なかったり費用負担のため、諦める家庭もあり

ます。

 一方、放課後児童クラブの職員に対する手当

が、他県と比較して不十分との声もあります。

補助が少なく、職員確保も難しく、児童クラブ

の存続が厳しい。そのため、待機児童も多いと

伺いました。また、３年生になったら出ていか

なければならないという話もあります。

 そこで質問します。放課後児童クラブの待機

児童の状況とその解消に向けた取組を、福祉保

健部長に伺います。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 県内の放課後

児童クラブにおいては、利用を希望される方が

年々増加する中、必要な人材や場所の確保等が

課題となっており、また、定員超過のほか、低

学年や特別な事情を有する子供が優先されるこ

となどから、本年５月１日現在の待機児童数

は、６市で356人となっております。

 このため県では、市町村に対して、放課後児

童クラブの運営や施設整備のほか、今年度から

新たに、本県独自の取組として、職員の配置基

準や開所日数など、国が定める要件に満たない

居場所の確保についても支援を行っているとこ

ろです。

 これらの取組により、年度当初と比べて、待

機児童が104人減少する見込みであります。

○山内いっとく議員 そもそも学年で区切らな

ければならないような現状も課題だと考えま

す。

子供の居場所の一つとして、文部科学省が全

国で推進している放課後子供教室があります。

地域と学校が連携して、放課後に子供の安全な

居場所と多様な体験活動を提供する取組です。

 宮崎県としては、地域コミュニティーが強

く、地域のおじちゃん、おばちゃんが子供を見

守る体制がつくりやすく、学校内の空き教室を

活用すれば、安心・安全、移動負担なしの運営

が可能と期待していたところですが、なかなか

進んでいないように感じます。

 また、放課後児童クラブとの連携型の子供教

室が11、交流型の教室が10と、なかなか少ない

ように感じますが、教職員や保護者に過度な負

担をかけず、地域全体で放課後の遊びと学びを

保障する仕組みを広げることが必要だと考えま

す。

 そこで質問します。放課後子供教室と放課後

児童クラブの連携した取組の状況について、教

育長に伺います。

○教育長（吉村達也君） 放課後の子供の安

全・安心な居場所として、全ての小学生等を対

象とした放課後子供教室、共働き世帯などを対

象とした放課後児童クラブがあります。

 この２つが連携することで、子供たちが多様

な活動を体験したり、双方の関係者が子供の居

場所確保に関する問題意識を共有することがで

きます。

 このため県では、連携・啓発のパンフレット

作成や研修会開催、連携した際の施設整備のた

めの補助制度を設け、取組の推進を図っており

ます。

 放課後児童クラブの待機児童が発生している

こともあり、引き続き、市町村や福祉保健部と

連携を図り、安全・安心で魅力的な居場所づく

りを進めてまいります。

○山内いっとく議員 放課後子供教室の魅力づ

くりに今後期待していきたいと思います。
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 しかし、多くの小学生は、児童クラブや子供

教室以外で過ごすことが多いです。公園では

ボール遊びや鬼ごっこをして注意された、体育

館で窓を閉めて声を出すなと言われ、警察を呼

ばれたような事例も聞いております。

 また、児童館が18時まで開館していても、学

校として17時までには帰りなさいとか、休日遊

びに行くのは10時以降と決めている学校もあり

ます。児童遊園は、1982年の4,456施設から、

2024年には約2,000施設に減少しております。

子供が自由に過ごせる環境はなくなりつつあり

ます。

 そこで質問します。子供が自由に過ごせる遊

び場の現状と居場所確保の重要性について、ど

のような認識をお持ちか、知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） 子供の遊び場につきま

しては、近年、共働き・共育て世帯の増加に伴

いまして、放課後児童クラブや児童館等に対す

るニーズが年々高まっております。

 一方で、議員御紹介もありましたボール遊び

が禁止されている公園も存在する、また、騒音

のために公園を廃止する、そのような事例も都

市部ではあるというふうに伺っておりますが、

自由に遊び、過ごせる場所が減少していること

が国の調査結果で示されており、これは大変残

念なことだと思っております。県内においても

同様な状況と認識しております。

 放課後児童クラブをはじめ、子供たちが安心

して遊び、過ごせる場所の確保は、多種多様な

体験を通じて創造力や社会性などが身につくほ

か、保護者にとっては、子育てに係る心身の負

担が軽減されるものでありまして、少子化対策

を進める上でも大変重要な取組であります。

 今後も、安全・安心な居場所を確保し、地域

全体で子供や子育て家庭を支えることにより、

全ての子供が身体的、精神的、社会的に将来に

わたって幸せな状態で生活を送ることができる

「こどもまんなか社会」の実現に取り組んでま

いります。

○山内いっとく議員 児童クラブや子供教室の

課題を改善し、ぜひ「こどもまんなか社会」の

実現に尽力していただきたいと思います。ま

た、Ｐａｒｋ－ＰＦＩの活用や屋内遊具など、

様々な視点で遊び場の確保もお願いしたいと思

います。御当地ポケモンがいる自治体というの

は12道県ありますが、このうちの半分はポケモ

ン公園ができております。ぜひ宮崎でも設置

し、子供の居場所確保を行っていただきたいな

と思ったところです。

 続きまして、高齢者の居場所に関して質問し

ます。

 高齢者が地域で役割を持ち、生きがいを感じ

ることは、健康寿命延伸に直結します。健康寿

命は、静岡県が男女ともに１位となっており、

宮崎県は女性が３位から５位へ、男性は９位か

ら26位へと大幅に下がっております。

 そこで質問します。高齢者が生きがいを持っ

て活躍できる社会をどのように構築していくの

か、知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） 人口減少、少子高齢化

がますます進展する中で、長寿化や高齢者の体

力的な若返りによりまして、65歳以上の就業者

が増加するなど、元気に社会で活躍される高齢

者も増えております。

 私自身、お祭りやイベント、それから行きつ

けのジムなど、様々な場面で高齢者の方々にお

会いしますが、そのパワーには目をみはるもの

がありまして、高齢者の活躍は、地域社会を支

えるために欠かせないものであると強く感じて

おります。
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 このような状況を踏まえ、高齢者それぞれの

意欲や能力に応じて、一律に高齢者として捉え

るのではなく、活躍できる多様な機会を確保

し、その能力を十分に発揮できる場をつくって

いくことが重要であると考えております。

 県としましては、高齢者の様々なニーズを捉

えた生きがいづくりを推進し、高齢者が元気に

活躍できる社会を築いてまいります。

○山内いっとく議員 高齢者が元気に活躍でき

る社会を築いていくということですので、高齢

者が活躍する場所というのも必要かと思いま

す。

 渋谷区では、健康マージャンの場所やｅス

ポーツを行う場所など、高齢者が集まる場所が

あります。県内の中山間地域でも、地域の公民

館や学校空き教室を活用したり、空き家をリノ

ベーションしたりして、地域交流の場を高齢者

の生活支援拠点とする取組があります。

 しかしながら、まちなかでもそのような場が

欲しいという声もあります。特に今後、65歳か

ら75歳の方々が、趣味、学習、ボランティアを

通じて交流できる場が必要だと考えます。

 そこで質問します。高齢者の居場所づくりに

つながる県の取組について、福祉保健部長に伺

います。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 県ではこれま

で、ＮＰＯ法人等の活動を体験し、自分に合っ

た活動を見つけていただくシニアインターン

シップや、老人クラブが行う社会奉仕や子供の

見守りなど、幅広い活動を支援しております。

 また、老人クラブでは、ｅスポーツ・ニュー

スポーツ体験会を実施するとともに、75歳未満

の高齢者の参加促進にも取り組んでおります。

 一方、地域における人と人とのつながりの希

薄化、個人の生活様式や価値観の多様化など、

高齢者を取り巻く社会環境の変化に対応した居

場所づくりが必要であると考えております。

 このため、今後は、これまでの取組に加え、

様々な関係団体との連携などにより、地域にお

ける高齢者の居場所づくりに努めてまいりま

す。

○山内いっとく議員 ｅスポーツ・ニュース

ポーツ体験を実施しているということですの

で、今後、様々な関係団体との連携に期待して

いきたいと思います。

 続いて、女性の県外流出と看護師確保に関し

て質問を行います。

 看護師の確保は、地域医療体制を維持する上

で極めて重要です。宮崎県立看護大学は、その

中核を担う人材育成機関です。

 ６月議会の答弁では、「大学では、学長によ

る高校訪問や推薦入学生への入学前のスタート

アップ講座をはじめ、県内就職への意識醸成を

目的としたキャリア教育を低学年から必修化す

るとともに、県内医療機関へのバスツアーの開

催や合同就職説明会など、県内就職率向上のた

め様々な取組を行っております」と、県内就職

率が改善されているような感じでした。

 しかし、その後の発表で、前年度より悪化し

ている現状がありました。県が予算を投じて設

置しているにもかかわらず、卒業生の県内就職

率は必ずしも高くないのが現状です。

 そこで質問します。宮崎県立看護大学の女性

の割合、県内就職状況、大学の運営維持に係る

県の年間支出及びこの看護大学における女性の

県外流出の現状をどのように受け止めているの

か、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 県立看護大学

の女性の割合は、令和７年４月１日現在で90.7％

であります。
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 次に県内就職率ですが、令和６年度末は学部

で37.3％、別科助産専攻や大学院を合わせた全

体では44.3％となっております。

 また、大学運営に係る経費につきましては、

運営費交付金約８億3,000万円のほか、大学施

設の老朽化対策費用などに補助しており、令和

７年度当初予算で、合わせて約12億6,000万円

となっております。

 県としましては、県内就職率が低下している

現状について非常に重く受け止めており、県内

就職率の向上に向け、大学と連携してしっかり

と取り組んでまいります。

○山内いっとく議員 県内就職率が学生で４割

を切っていると。県立看護大学の多くの女性が

県外へ流出している現状があります。また、県

内の看護師育成として、１人当たり相当額をか

けていることになります。これは、同じ予算を

かけるなら、専門学校生に奨学金を給付するか

ら宮崎に就職してくれというほうが効果が高い

のではないかという声もあります。

 宮崎の医療現場を支える看護人材を地元で育

て、地元で生かす体制が急務です。県内医療機

関への就職を前提とした推薦枠の導入を拡充

し、看護大学と医療機関の連携を強化すべきだ

と考えます。加えて、県内就職者へのインセン

ティブも有効です。６月議会で推薦枠をさらに

増加するなどの検討を提言しましたが、その後

どうなったのでしょうか。

 そこで質問します。看護大学卒業生の県内就

職率向上に向けた課題と今後の取組を、福祉保

健部長に伺います。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 県内就職率向

上のためには、地元で働くことの魅力や意義を

学生に十分伝えるなど、県内就職に向けたさら

なる意識醸成が課題であります。

 このため大学では、合同就職説明会やキャリ

ア教育等、地元就職の魅力を学生たちに伝える

取組を行っているほか、「県内看護職者の確

保」という推薦入試の目的を明確化するため、

今年度から「一般推薦」を「みやざきの医療

枠」に名称変更した上で、推薦の意義や要件を

本人だけでなく保護者にも確認する仕組みを構

築するなど、学生の確実な県内就職に向けた新

たな取組を行っております。

 今後とも、県内で活躍する看護職者を一人で

も多く輩出するため、関係機関と連携しながら

しっかりと取り組んでまいります。

○山内いっとく議員 今回、県内の看護に携

わっていく者という条件で「みやざき医療枠」

に変更され、改善されたようです。今後の県内

就職率向上に期待するとともに、インセンティ

ブなど、次の取組を期待していきたいと思いま

す。

 続きまして、宮崎の歴史文化の継承に関して

質問してまいります。

 宮崎の歴史、偉人の継承は、地域の誇りと教

育力を高める基盤です。国でも郷土学習や文化

継承教育の重要性が強調されており、本県でも

次世代への伝承は欠かせません。また、「読書

県みやざき」として、読書の推進を行ったり、

絵本などの読み聞かせが行われております。

 一方で、現場の教職員に過度な負担が生じれ

ば、学習機会の拡充は難しくなります。実際、

地域の歴史文化や偉人の功績を伝える活動は、

地域のボランティアに依存しており、継続性に

課題があります。

 そこで質問します。小中学校等において、宮

崎県の歴史や偉人の功績を伝えるための県が

行っている取組を、教育長に伺います。

○教育長（吉村達也君） 小中学校等では、社
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会科や総合的な学習の時間において、本県の歴

史や偉人の功績について学ぶ学習を行ってお

り、教育委員会では、その充実を図るための教

材を作成しております。

 具体的には、郷土の伝統文化や偉人の生き方

について社会科の授業で幅広く学べる小学校社

会科副読本をデジタル版で作成しており、今

後、総合政策部が作成している偉人を紹介した

漫画などのコンテンツとの連携も進める予定で

す。

 また、子供や一般の方でも気軽に利用でき

る、本県とゆかりのある15名の偉人の功績や県

内各地の歴史や文化について掲載した教材を、

「ひむか学ネット」として作成・公表しており

ます。

○山内いっとく議員 偉人を紹介した漫画など

のコンテンツとの連携も進んでいくということ

で、分かりました。

 地域文化を守り育てるには、子供たち自身が

主体的に学び、発信する仕組みも重要です。

 例えば、中高生が宮崎の神話や歴史、偉人を

題材に紙芝居を作成する活動等は、創造力を育

てながら地域理解を深めます。また、こども園

や小学校では、絵本や紙芝居の読み聞かせを

行っているところが多数あります。幼少期から

宮崎に触れ合わせる機会となります。そこで、

読み聞かせで活用できる絵本や紙芝居があれ

ば、宮崎県の偉人や歴史を多くの県民に広げる

有効な手段であるのではないかと考えます。

 そこで質問します。宮崎県の歴史や偉人に関

する絵本の読み聞かせや紙芝居の活動を支援す

るための取組を、教育長に伺います。

○教育長（吉村達也君） 絵本の読み聞かせや

紙芝居は、読み手が絵を見せながら直接語りか

けることから、宮崎県の歴史や偉人について子

供たちにも分かりやすく伝えることができる有

効な手段であります。

 また、絵本の読み聞かせや紙芝居の活動は、

本県における生涯学習や社会教育の推進に寄与

するものだと考えております。

 読み聞かせや紙芝居を実施する団体に、これ

まで以上に積極的な活動を展開していただくた

めに、県教育委員会が広く県民を対象に開催し

ている「読書県みやざきシンポジウム」への出

演、県内の優れた生涯学習及び社会教育活動の

普及や参加団体の活性化を目的に実施している

「宮崎県生涯学習実践研究交流会」への参加を

促してまいりたいと考えております。

○山内いっとく議員 いろいろ呼びかけを行っ

ていくということで理解しました。紙芝居の団

体に話を伺いますと、全国大会の誘致の話があ

るようです。もし神楽の絵本や紙芝居があれ

ば、その際、いいＰＲの機会になるのではない

かと思っております。ぜひ検討していただきた

いなと思います。

 続きまして、自然環境保全に関して質問しま

す。

 大淀川は、県民にとって重要な水辺空間であ

り、生態系保全や環境教育の場としても大きな

役割を担っております。

 しかし近年、特定外来生物に指定される方向

であるコウライオヤニラミの生息が確認され、

在来魚類の稚魚などを捕食することで、生態系

への影響が懸念されております。

 そこで質問します。大淀川流域を中心とした

県内におけるコウライオヤニラミの生息状況に

関する実態把握と認識を、農政水産部長に伺い

ます。

○農政水産部長（児玉憲明君） 強い肉食性で

あるコウライオヤニラミは、本来は国内に生息
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しない朝鮮半島原産の外来魚ですが、平成29年

に国内で初めて大淀川支流の萩原川で確認さ

れ、昨年７月には大淀川上流域で確認されたと

ころです。

 なお、水産試験場では、周辺河川の調査も実

施しておりますが、現在のところ、他の水域で

の生息は確認されておりません。

 今後、生息数や生息域が拡大することがあれ

ば、内水面の水産資源や生態系への影響が懸念

されることから、駆除等による生息域の拡大防

止の対策が重要であると考えております。

○山内いっとく議員 地域の自然と生物多様性

を守るためには、県としての予算措置や支援体

制が不可欠です。

 宮崎大学では調査研究が行われていたり、南

九州大学では、コウライオヤニラミのレシピ開

発と試食会が実施されております。また、９月

27日には市民団体や水産政策課による釣り大会

が行われ、11月９日にも自然環境課が企画した

釣り大会がありました。

 茨城県の霞ヶ浦では、アメリカナマズの駆除

として、毎月のように釣り大会が行われている

ようです。大淀川でも継続してコウライオヤニ

ラミの駆除に向けた調査費や捕獲活動への支援

を行うため、予算を確保し、関係機関や市民団

体との連携体制を構築すべきだと考えます。

 そこで質問します。大淀川の健全な生態系を

守るため、コウライオヤニラミの生息拡大防止

に対する取組について、環境森林部長と農政水

産部長に伺います。

○環境森林部長（長倉佐知子君） コウライオ

ヤニラミの生息域を拡大させないためには、生

きたまま他の水域へ持ち出さないことや、飼育

しているものを放流しないなど、正しい取扱い

について広く県民へ普及啓発することが重要で

あります。

 このため県では、ホームページ等により周知

するとともに、今年度新たに、漁協などとの共

催による講習会を開催したところです。

 また、昨年、国に要望した特定外来生物への

指定が来年夏にも行われる見込みと伺ってお

り、指定されると、飼育や運搬、野外への放出

などが法的に禁止されることから、より一層の

普及啓発が必要となります。

 今後も引き続き、水産部局や関係機関等と連

携して、生息域の拡大防止に向けた取組を進め

てまいります。

○農政水産部長（児玉憲明君） 県では従来か

ら、内水面環境を保全する事業の中で外来魚対

策にも取り組んでおり、コウライオヤニラミに

つきましては、その事業を活用して、漁協の協

力を得ながら駆除活動を行っております。

 また、効果的な駆除方法を検討するため、昨

年から今年にかけて、産卵期等を把握するため

の生態調査を実施いたしました。

 さらに、本年度新たに、地元の市民団体や都

城市、大学及び河川管理者である国土交通省と

連携し、駆除を目的とした県民参加型の釣り大

会を開催し、115名の参加をいただいたところ

です。

 今後とも、関係団体と連携し、これまでの駆

除活動を継続するとともに、さらに効果的な駆

除の取組についても研究してまいります。

○山内いっとく議員 特定外来生物への指定が

来年夏にも行われるということで、連携して生

息域の拡大防止に向けた取組を行う、さらに効

果的な駆除の取組についても研究されるという

ことですので、年間を通じて定期的に駆除する

仕組み等をつくっていただくよう提言したいと

思います。
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 続きまして、宮崎県公私立高等学校連絡協議

会に関して質問します。

 本県では、公立高校と私立高校の定員割合を

おおむね７対３とする調整が長年続いておりま

す。これは地域の教育バランスを保つための仕

組みとして理解しておりますが、近年は、少子

化や学校再編、広域通信制高校の増加などによ

り、制度の実態と時代の変化にずれが生じてい

るとも言われております。

 １年前の議会答弁で、「公立学校と私立学校

が連携しながら課題解決を図り、子供や若者の

夢や希望をかなえるための教育に取り組んでい

くことは大変重要である。公私間でより積極的

な議論が行われるよう取り組んでいく」とあり

ました。

 そこで質問します。宮崎県公私立高等学校連

絡協議会において、どのような議論が行われた

のか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（川北正文君） 今年６月に開

催した宮崎県公私立高等学校連絡協議会におい

ては、公私立学校の関係者や学識経験者の出席

の下、県立高校と私立高校の募集定員総枠の調

整について議論が行われ、令和８年度の募集定

員は、県立が中学校卒業予定者のおおむね７

割、私立が令和７年度の募集定員の範囲内と、

公私の意見に基づき、合意が得られたところで

あります。

 また、今後の定員調整の見直しの必要性や高

校無償化による影響、地域における公私連携な

ど、今後の教育の在り方を考える上で重要な課

題について、活発な意見が交わされたところで

あり、それらにつきましては、引き続き議論を

重ねていくこととなったところです。

○山内いっとく議員 定員調整の見直しの必要

性の意見が出て、引き続き議論を重ねるとのこ

とですが、積極的な議論も中身が見えておりま

せん。結果的に、結論の先延ばしを行い、生徒

が自由に学校を選べない現状を生んでおりま

す。

 他県では既に定員協定を見直している地域も

多数あります。全国でも定員協定があるところ

は４割程度と聞いております。また、協定には

広域通信制の高校が入っておりません。不登校

の生徒も増加しており、県外の広域通信制に行

く生徒も増加しております。

 そこで質問します。公私の定員調整について

どのように協議を進めているのか、総合政策部

長に伺います。

○総合政策部長（川北正文君） 公私の定員調

整につきましては、毎年開催される公私立高等

学校連絡協議会において議論がなされていると

ころです。

 当協議会には、公私立を所管する県の担当課

及び私立学校設置者などで構成される幹事会が

設けられており、この幹事会において、今後の

中学校卒業予定者数の推移やこれまでの募集定

員の状況などを基に、公私双方の意見を踏まえ

つつ、協議会に提出する議案等が議論されま

す。

 その後、協議会において、公私立学校の校長

会や保護者会の代表者、学識経験者などの委員

９名により、幹事会での協議内容も踏まえて、

様々な視点から議論が行われ、最終的な合意が

なされているところです。

○山内いっとく議員 この協議会に、部長や知

事、副知事、そういったメンバーも入っていた

だきたいというような声も聞いているところで

す。

 子供や若者の夢や希望をかなえるための教育

に取り組んでいくことは大変重要です。おおむ
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ね７対３の比率を見直し、公私の自由な競争と

協働を促すことで、県全体の教育力向上につな

がると考えます。

 教員時代から、子供たちが希望する学校に行

けるよう定員調整をなくしてはと言ってきまし

た。しかしながら、公立高校としては、過去に

公立高校で担えない生徒たちの受皿として私立

高校に頑張ってもらった経緯があり、公立の枠

を増やすことはできないという話を聞いてきま

した。そこは公立の主張を尊重し、卒業予定者

の７割でよいと、そこを減らせとか増やせと

言っているわけではありません。今話をしてい

るのは私立、今後、子供たちのニーズに応える

ため、私学の定数を柔軟にすべきだと考えてい

るところです。

 教育の公共性と多様性の両立に向け、協定の

撤廃、または段階的に見直しをする必要がある

と思います。

 そこで質問します。見直しの意見が出されま

したが、今後の定員調整についてどのように対

応するのか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（川北正文君） 少子化の進行

や高校無償化、教育ニーズの多様化など、本県

教育を取り巻く状況がますます複雑化する中、

各学校においては、生徒の確保や学科の編成な

どについて、変化に対応する柔軟性が求められ

ており、その前提となる公私の定員調整につい

ても、様々な視点からしっかりと議論を行って

いく必要があります。

 今年度の県公私立高等学校連絡協議会におい

ては、今後の定員調整に係る見直しの要望も出

されたところでありますので、事務局を担う県

としては、次回の幹事会に向けて公私双方の意

見を伺い、整理を進めてまいります。

 なお、幹事会や協議会における議論に当たっ

ては、生徒の多様な選択機会の確保、地域にお

ける学校の存在意義や役割などを十分考慮する

ことが重要であると考えております。

○山内いっとく議員 議論という言葉が多く出

てきましたが、議論ではなく、将来どのような

宮崎の高校教育にしていくのか、決断していた

だきたいなと思っているところです。

 いろいろ話を理解しますと、私学が幹事会の

前までに定数に関する提案をすれば、議論され

るのかなというふうに捉えました。今までも募

集定員の範囲内というのは私学のほうから上

がってきて、それに基づいて合意されていると

いうことですので、私学が幹事会までに意見を

出せば、そこで協議され、また連絡協議会の中

で合意形成されていくという流れのようですの

で、まず私学のほうに動いてもらわなきゃいけ

ないのかなと感じたところです。

 公立は、公教育としての役割や、地域におけ

る学校の役割がありますが、私立は、それぞれ

の建学の精神があります。通学区が廃止された

のは、公立の役割よりも、生徒の進路選択の自

由を拡大することや、特色ある学校づくり、学

校改革の推進を重視したからではないでしょう

か。

 高校の授業料無償化により、生徒は公立も私

立も同じ土俵で学校を選ぶことが可能になりま

す。子供たちの進路選択の自由を図るため、私

学の定員調整を見直し、公立と私立、広域通信

制の高校も含めて、教育内容で勝負していく時

代へと変化しております。それが子供や若者た

ちのためではないでしょうか。

 文部科学省は先月11月28日、高校教育改革に

関する基本方針の骨子を公表しました。人工知

能に代替されない力の育成を目指し、改革を後

押しするための高校向け交付金を2027年度に創
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設することを盛り込みました。高校授業料の無

償化が拡充されるのに合わせて、2025年度中に

基本方針を策定し、各都道府県が具体的な計画

を立てることになるようです。教育長にはス

ピード感を持って取り組んでいただきたいなと

思います。

今こそ教育改革です。知事、子供・若者のこ

とを本気で考えてほしいと、県民の皆さんが知

事の取組を見ております。知事の子供・若者に

対する本気度を期待しております。繰り返しに

なりますが、定員調整の見直しを提言して、次

の質問に行きたいと思います。

 学校支援に関してですが、近年、地域と学校

の連携が重要視される中、全国では、クラウド

ファンディングを活用した取組で、学校施設の

改修や教育活動を支援する動きが広がっており

ます。宮崎県内でも、都城西高校や小林秀峰高

校など、多数の学校で実施されているようで

す。小林秀峰高校では、課題学習で実現するた

め、地域企業や卒業生と協力し、独自の特色づ

くりに取り組んでいるようです。ウエディング

でニュースにもなったところでした。

 生徒たちの活発な探究活動を後押しするため

にも、また、地域ぐるみで生徒を支える動き

は、地域活性化の観点からも、大変意義がある

と考えます。

 そこで質問します。クラウドファンディング

を活用した探究的な学びの現状について、教育

長に伺います。

○教育長（吉村達也君） 県立高校において、

クラウドファンディングを活用し、地域課題の

解決を目的とした探究的な学びの中で生まれた

生徒のアイデアを具現化したケースがありま

す。

 具体的には、門川高校では、防災学習に活用

するためのカードゲームの作成を、小林秀峰高

校では、地元資源を活用した結婚式の企画を

行っております。

 クラウドファンディングの方法としては、同

窓会やＰＴＡによるインターネットを通じた資

金募集や、自治体が実施するふるさと納税制度

の活用などがあります。

○山内いっとく議員 学校現場からは、資金確

保の難しさや継続的な支援体制が整っていない

という声も上がっております。特に地方では、

地域経済規模の差により、学校間で活動資金に

格差が生じる懸念があります。

 他県の事例では、北海道は道立学校を対象

に、道立学校ふるさと応援事業として、クラウ

ドファンディング型ふるさと納税プロジェクト

を実施しています。また、福井県の若狭高校で

は、探究学習のテーマに「子ども食堂」を選

び、地元である福井県小浜市の現状を調査し、

様々な理由から、市内にも子ども食堂が必要だ

と、まだまだ足りていないという現状から、自

分たちでできる取組をしたいという目的で、１

日限定子ども食堂を企画したようです。

 こうした他県の事例を踏まえ、学校と地域を

つなぐ新しい仕組みとして、学校版ふるさと納

税の創設や、クラウドファンディングを活用し

た財源確保の新しい仕組みを検討すべきだと考

えます。

 そこで質問します。学校支援の一つとして、

クラウドファンディング等の活用があると考え

ますが、教育長の考えを伺います。

○教育長（吉村達也君） 学校に係る予算に限

りがある中、クラウドファンディング等の活用

により、生徒にとってよりよい学びや、施設・

設備環境を提供できるものと考えております。

 今後、生徒数のさらなる減少が見込まれる
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中、クラウドファンディングの主体となる保護

者や同窓会、地域住民や地域企業等との連携を

深め、魅力ある学校づくりに参画していただく

ことで、地域の方々によって地域の魅力ある学

びが育まれ、地域活性化にもつながるものと考

えております。

○山内いっとく議員 クラウドファンディング

等の活用については、教育委員会としても有効

であると理解していることが分かりました。今

後、全国でもより活用が増加していくことと思

います。クラウドファンディングの主体となる

関係者や学校運営協議会等への働きかけ、手段

の周知を行っていただきたいと考えます。ま

た、県として、クラウドファンディング型のふ

るさと納税の検討も行うよう提言したいと思い

ます。

 続いての質問に移ります。

 国では、観光を通じた関係人口の創出や地方

移住の推進が重要政策として挙げられておりま

す。観光は、単なる交流ではなく、地域の人材

や文化とつながる入り口にもなります。新型コ

ロナウイルスの影響で大きく減少した宮崎県の

観光客数は、全国的な回復傾向が見られる中で

も、いまだコロナ前の水準には戻っていない状

況にあります。

 そこで質問します。本県におけるコロナ禍か

らの観光客の回復状況と課題認識について、商

工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 本県の令

和６年の観光入り込み客数は約1,532万人回と

なっており、コロナ禍前の令和元年比で約96％

まで回復しております。

 一方で、本県の令和６年の延べ宿泊者数は約

361万人泊となっており、コロナ禍前の令和元

年比で約84％となっております。

 なお、国の速報値によりますと、本県の令和

７年１月から８月の延べ宿泊者数は、前年同期

比で約107％と着実に回復しておりますが、令

和元年同期比では約88％となっており、いまだ

回復途上にあります。

 このため、本県においては、特に宿泊を伴う

滞在型観光の回復が課題であると認識しており

ます。

○山内いっとく議員 滞在型観光が課題である

と。他県では、テーマ型観光モデルを展開し、

リピーターや移住希望者を増やしている事例も

見られます。例えば熊本県では、熊本県スポー

ツツーリズム推進戦略を策定し、地域スポー

ツ、観光資源、アウトドアアクティビティーを

組み合わせたモデルコースを作成し、滞在型交

流を進めております。

また、人口減少が加速する中で、観光を通じ

た関係人口づくりが地域維持の鍵となっており

ます。本県では、スポーツ、自然、森林、食、

神話といった独自の強みを生かした「Ｓ旅」が

観光再生の鍵となる可能性があります。この５

つのＳを組み合わせたモデルコースの作成と魅

力発信は、滞在型観光に効果的であり、有効な

関係人口創出につながると考えます。

 そこで質問します。本県におけるテーマ型観

光の展開状況と、モデルコース化についての見

解を、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（児玉浩明君） モデル

コースの設定は、効率よく観光が楽しめ、旅行

者の満足度向上につながる有効な取組であるた

め、県では、癒やしをテーマとした「デトック

ス・トリップ」や日向神話に触れる「キキタ

ビ」などのテーマ旅を展開する中で、５つのＳ

を組み合わせたコースを設定しています。

 例えば、デトックス・トリップにおける青島
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エリアのコースでは、サーフィンなどのマリン

スポーツ体験や海を一望できるレストランでの

食事をはじめ、南国特有の植物が観賞できる宮

交ボタニックガーデン青島や神話に彩られた青

島神社を巡るプランなど、県内で10のコースを

設定し、周遊促進を図っております。

 今後もさらなるモデルコースの設定など、本

県の強みである５つのＳを生かしたテーマ型観

光を推進してまいります。

○山内いっとく議員 せっかく宮崎に来たな

ら、この４つ、５つのＳを体験できるようなモ

デルコースがあるといいなと思ったところで

す。

 観光から関係、そして定住へとつなぐ戦略的

展開が求められます。ふるさと住民登録制度や

二地域居住といった関係人口の創出が重要と

なってきます。

 ふるさと住民登録制度では、背景として、少

子高齢化、人口減少に直面する地方自治体に対

して、定住ではなく継続的な関与をする人を住

民登録させ、地域の担い手を拡大したり、地方

創生のため、都市部に住みながら地方と関わる

関係人口を制度的に取り込む狙いがあり、国は

制度発足から10年で1,000万人の登録を目指す

ようです。しかしながら、考えられる課題とし

ては、登録者が増え、制度が広く使われるかど

うかは、自治体の制度設計力や地域間格差、参

加者へのメリット次第だと言えます。

 そこで質問します。関係人口の創出・拡大に

向けた知事の思いや取組を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 関係人口につきまして

は、人口が減少する中にあっても、都市と地方

の多様な人材が交流し、地域の課題解決や新し

い価値の創造により、地域の活力を高めること

ができるものでありまして、共に未来をつくる

大切な存在であると認識しております。

 私は、20数年前になりますが、総務省の地域

づくりの窓口課に勤めておりましたときに、都

市と農山漁村の共生・対流を進めようという国

会議員の勉強会に出席していたことがありま

す。そのときに、長崎選出の虎島先生が座長を

務め、今の有村総務会長もそこに出席しておら

れました。当時、関係人口という言葉はなかっ

たにしろ、同じような問題意識の下で取組が長

年にわたって取り組まれていると、改めてその

ことを実感しておるところであります。

 県では、関係人口の創出・拡大には、国内外

の方との継続的な心の通った交流が基本になる

という考え方の下で、暮らしや神楽などの伝統

文化の体験、都市部に住む方々との交流会等の

開催、県人会との関わりを深めるなどの直接的

な取組のほか、観光や食、スポーツキャンプ、

先ほど議論があったサーフィンとかゴルフ、さ

らにはふるさと納税など、様々な分野の魅力の

磨き上げなど、幅広い取組を総合的に進めてい

るところであります。

 また、国において、関係人口を定義し可視化

する、ふるさと住民登録制度が検討されており

ますが、この制度が本県にとっても関係人口創

出・拡大の後押しとなるよう、全国知事会を通

して、実情を踏まえた要望を行っているところ

であります。

 県としましては、引き続き、市町村や関係団

体と一体となって、関係人口を創出・拡大する

ための取組をより一層推進してまいります。

○山内いっとく議員 より一層の関係人口創出

に期待していきたいと思います。

 最後の質問に入りたいと思います。

 ＳＮＳによる情報発信が急速に拡大し、選挙

の公平性を揺るがす事例が全国で増えておりま
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す。直近では、宮城県知事選挙において、ＳＮ

Ｓ上で誤情報が拡散され、選挙全体への信頼性

が問われる状況が報じられました。国において

も、総務省はＳＮＳ選挙対策の検討を進めてお

り、ファクトチェックの重要性が高まっており

ます。宮崎県においても、来年は県知事選もあ

り、懸念されるとの声があります。

 そこで質問します。選挙におけるＳＮＳの影

響について、どのような認識を持っているの

か、選挙管理委員会委員長に伺います。

○選挙管理委員会委員長（成合 修君） イン

ターネットを利用した選挙運動は平成25年に解

禁され、スマートフォンやＳＮＳ等の普及と相

まって、今や候補者や政党にとって重要なツー

ルの一つとなっております。

 昨年の衆議院議員総選挙に合わせて実施され

た全国意識調査では、有権者の約21％が「ＳＮ

Ｓや動画共有サイトに投稿された選挙に係る情

報や動画を見た」と回答するなど、幅広い世代

で選挙におけるＳＮＳの活用が定着してきてお

ります。

 このように、選挙におけるＳＮＳの普及は、

政治や社会への関心を高めていくことにつなが

る一方で、近年の選挙では、虚偽情報の拡散等

により、選挙の公平性が脅かされる事態が生じ

ておりますことに、強い危機感を抱いていると

ころであります。

○山内いっとく議員 ＳＮＳの普及により、選

挙に関する誤情報や扇動的な投稿が瞬時に広が

る環境が生まれているのが分かります。公平で

透明性が高い選挙を守るためには、誤情報への

対応力を高めることが不可欠だと考えます。

 特に、ＳＮＳでの誤解や誘導を防ぐため、選

挙管理委員会自らがファクトチェックを行い、

公式に正しい情報を迅速に発信する体制の構築

は大変重要かと考えますが、県民が安心して選

挙に臨めるよう、専門員の配置や外部団体との

連携、ガイドラインの整備など、段階的な取組

も可能です。選挙管理委員会として、こうした

新しい選挙支援体制を検討すべき時期に来てい

るのではと考えます。

 そこで質問します。ＳＮＳでの誤情報の拡散

に対して、選挙管理委員会としてはどのように

対応していくのか、選挙管理委員会委員長に伺

います。

○選挙管理委員会委員長（成合 修君） 民主

主義の根幹たる選挙が適正に執行されるために

は、有権者が公正・公平な環境下で自由な意思

により投票することが欠かせません。

 そのためには、情報の真偽を検証するファク

トチェックが社会全体として機能することが重

要だと考えておりますが、同時に、表現の自由

あるいは政治活動の自由への配慮やファクト

チェック機関の独立性の確保など、様々な視点

を踏まえ、慎重に検討を講じていくことが求め

られております。

 選挙管理委員会といたしましては、現在取り

組んでいる中高校生への出前授業等を通じて、

特に若者の選挙における情報リテラシー向上に

努めてまいります。また、ファクトチェックの

在り方等についての国の議論を注視するととも

に、機会を捉えて、マスコミ等の関係機関と課

題を共有していきたいと考えております。

○山内いっとく議員 先日の宮城県知事選挙で

は、約４割の書き込みが県外からであったなど

の情報もありました。県の代表を選ぶ県知事

選、ぜひ県民の声をしっかり反映できるような

選挙体制、そういった形になればなと思ってい

るところです。県としても、ファクトチェック

への取組、検討をお願いしたいと思うところで
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す。

 これまで過去５回の一般質問では、自分の中

で目指す宮崎像をつくり、ひなた創造ビジョン

としてテーマを掲げ、それに関する質問を行っ

てまいりました。今回は、これまで行った質問

に関連したものなど大きく10項目について、現

状と取組を伺ったところです。今後も宮崎の未

来をつくるため、魂を込めて活動してまいりた

いと思います。

 以上で全ての質問を終わります。（拍手）

○外山 衛議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

 午後は１時再開、休憩いたします。

   午前11時59分休憩

午後１時０分再開

○外山 衛議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 今議会、

最後の一般質問者となりました。日本共産党の

前屋敷恵美でございます。通告に従い質問を

行ってまいります。それぞれ県民の立場に立っ

た御答弁、御回答をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

 まず、知事の政治姿勢から伺います。

 新田原基地でのＦ－35Ｂステルス戦闘機配備

と垂直着陸訓練実施についてです。

この課題は６月議会でも伺いましたが、その

後についてです。

 現在、Ｆ－35Ｂステルス戦闘機は５機配備さ

れ、今月４日から垂直着陸訓練も始まりまし

た。防衛省は、この訓練開始に先立って、検討

課題であった爆音軽減策についての回答を地域

の説明会で行いました。私も新富町役場で行わ

れた説明会に参加させていただきました。約２

時間半に及ぶものでした。

 防衛省による軽減策は、夜間訓練の回数を数

回減らすものの、日中の訓練回数は減っていま

せん。騒音調査をした後、防音工事を行うとし

ましたが、申請は令和12年以降になるなど、お

およそ爆音対策とは言えない内容でした。

 特に、激甚地区と言われる地域での説明会で

は多くの意見が出され、少し紹介いたします

と、「対策の回答が住宅防音工事しかない。

もっと多くの要望が出たではないか。全てに回

答してほしい。防音工事はコンターで線引きせ

ずに、町内全域でやってほしい。新築にも防音

工事を、そうでないと町民は増えない。子供た

ちも新富には住めないと言う」「自分は新富に

住んで50年、爆音を我慢してきたが、さらにＦ

－35Ｂでこの先も爆音にさらされなければなら

ないのか。我慢も限界」「基地内にシェルター

を造っていると聞くが、何かあったら住民が一

番先にやられるのではないかという不安があ

る。住民にシェルターは必要ないのか」などな

ど、激しく怒りが飛び交ったと聞きます。

 住民に寄り添った回答とはとても言えないの

ではないでしょうか。被害を被っている住民は

納得していないと思います。知事はどのように

受け止めておられますか、お伺いいたします。

 後の質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

 Ｆ－35Ｂの配備に係る負担軽減策について、

国は10月下旬に地域住民に対する説明会を11回

実施しております。

 説明会では、「厳しい安全保障環境下にあ

り、Ｆ－35Ｂの必要性は理解できる」といった
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意見や「防音対策を充実してほしい」との要望

があったほか、住民の一部からは、訓練に反対

する声や騒音に対する負担感など、厳しい意見

もあったとの報告を受けております。

 県としてはこれまで、国に対し、一貫して地

元に寄り添った適切な対応を求めてきたところ

であり、今回示された負担軽減策は、夜間にお

ける垂直着陸訓練回数の軽減や防音対策の充実

など、地元が要望していた内容が一定程度考慮

されたものと受け止めております。

 一方で、依然として不安や厳しい声もありま

すことから、引き続き、地元の理解と納得を得

られる方策を実施するよう、基地周辺自治体と

連携しながら国に求めてまいります。以上であ

ります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 私は、数日前に夜間訓練の

状況を見てまいりました。その日は、Ｆ－35Ｂ

の垂直着陸訓練はありませんでしたが、Ｆ－15

戦闘機の通常訓練が行われておりました。上空

を旋回しては轟音をとどろかせながら、タッ

チ・アンド・ゴーを繰り返していました。その

音はすさまじく、この音を昼夜を問わず聞かせ

られての生活がどれほど苛酷なものか。夜間訓

練は日没後、夏は９時まで、冬は８時までで

す。長年住んでおられる方々にしかそのつらさ

は分からないとつくづく思います。

 「受忍限度を超える違法な爆音」と断じた爆

音訴訟の判決を知事はどのように受け止めてお

られるのか。また、「受忍限度を超える」と

は、どのような状態と認識されるのか、お聞か

せいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ここで言う受忍限度と

は、一般的に、他者の権利を侵害する行為に対

し、影響を受ける者が、社会生活を営む上で、

どの程度まで我慢すべきかを示す概念であると

認識しております。

 そして、「受忍限度を超える」とは、騒音や

振動などの被害の程度が、社会通念上、我慢で

きる範囲を超えた状態であり、判決において

は、司法が総合的に判断したものと認識してお

ります。

○前屋敷恵美議員 生活できる状態でないとい

うのが受忍限度を超える、そういうことではな

いかというふうに思います。

 新田原基地は、これまで配備されている約40

機のＦ－15戦闘機を半分に減らしてＦ－35Ｂを

配備、最終的には戦闘機は約60機体制に強化さ

れることになります。既に受忍限度を超える爆

音にさらされている方々を、これまでよりひど

い轟音にさらすことなど、あってはならないこ

とではないでしょうか。人道的にもやってはな

らない、生活そのものを壊してしまう、このよ

うに私は思います。

 県民を守るという立場からも、Ｆ－35Ｂステ

ルス戦闘機の配備、垂直着陸訓練の中止を求め

るべきと思いますが、知事の見解を改めてお聞

きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） このＦ－35Ｂの配備に

つきましては、現在の我が国を取り巻く厳しい

安全保障環境を踏まえ、防衛力の強化が必要で

あるという判断の下、国の責任において進めら

れております。配備そのものや必要最小限の訓

練については、令和３年度に地元市町も受け入

れているものと認識しております。

 しかしながら、今年２月に国が垂直着陸訓練

に係る方針転換を示したことから、県として

は、県民の安心な暮らしを確保する立場から、

国に対し、騒音への不安や負担感など、地元の

皆様の切実な思いを伝えるとともに、地元が求

めていた夜間の垂直着陸訓練の軽減や騒音対策
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の充実等を繰り返し求め、先般、これらを含む

負担軽減策が示されたところであります。

 県としては、地元の皆様の不安や負担感が解

消されるよう、引き続き、地元自治体とも連携

しながら、地域住民に寄り添った対応を国に求

めてまいります。

○前屋敷恵美議員 地元の皆さん方は、今、防

衛省が示している内容では負担軽減にはならな

い、安心した暮らしはできない、このように言

われているわけですから、そこはしっかり県と

しても受け止めていただき、今後の対策に生か

していただきたい、このように思います。

 次に、えびの駐屯地への長射程ミサイル配備

について伺います。

 防衛省が、外国の領土を攻撃できる長射程ミ

サイルをえびの駐屯地に配備することを公表い

たしましたが、県は防衛省から、配備の目的な

ど、どのような説明を受けているのかお聞かせ

いただきたいと思います。危機管理統括監、お

願いします。

○危機管理統括監（津田君彦君） 国からは、

離島等を含む我が国への侵攻に対して、相手方

兵器の脅威が及ぶ範囲の外から対処ができる能

力、いわゆるスタンドオフ防衛能力を抜本的に

強化する必要があるとの考えに基づき、長距離

ミサイルを運用する部隊を、令和８年度にえび

の駐屯地に新設する予定であると聞いておりま

す。

○前屋敷恵美議員 防衛省は、長射程ミサイル

配備計画の第一弾として、今年度中に熊本市の

陸上自衛隊健軍駐屯地に12式地対艦誘導弾を配

備するのを皮切りに、全国６道県に配備を開始

するとしています。そのうちの一つが、えびの

駐屯地への配備です。

 えびの駐屯地には、来年度、26年度に、高速

で変動軌道を描いて飛び、射程が2,000キロか

ら3,000キロに及ぶ高速滑空弾を運用する部隊

を編成して配備する、弾薬庫も５棟建設すると

しています。このミサイルを保管する弾薬庫

は、最優先の攻撃目標になることは言うまでも

ありません。しかし、住民の方々への説明はい

まだにありません。

 この長射程ミサイル配備や弾薬庫建設など

で、地元住民に及ぼす影響をどのように考えて

おられるのか、敵基地攻撃能力を持つ長射程ミ

サイル配備は、先制攻撃の危険性をもうかがわ

せるもので、そもそも憲法違反です。

 こうした危険極まりない長射程ミサイル配備

は撤回を、弾薬庫の建設は中止を国に求めるべ

きではありませんか。知事の見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） えびの駐屯地における

新たな部隊の設置や火薬庫の増設は、現在の我

が国を取り巻く厳しい安全保障環境を踏まえ、

防衛力の強化が必要であるという判断の下、国

の責任において進められているものと認識して

おります。

 県としては、訓練の実施や新たな防衛装備品

の配備等の方針が国から示された際には、これ

までも、県民の安全を第一に、地元への配慮を

国に求めてまいりました。

 今回も、安全対策はもちろんのこと、運用に

当たっては、安全・安心な暮らしへの配慮を求

めるとともに、地元自治体等への丁寧な説明を

改めて要請したところであります。

 地元自治体は、国から説明を受けた上で、

「国には、今後も情報公開しながら、安全な運

用に努めてもらいたい。市民の安全な暮らしを

守るため、自衛隊との協力を続けていきたい」

との立場を示しているところであります。

 県としては、引き続き、県民の安全を第一
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に、地域と基地の共生が重要であるという思い

の下で、適切に対応してまいります。

○前屋敷恵美議員 国の責任でなされること、

このように言われますが、県民に危害が及ぶこ

とが想定されれば、それを取り除くことが知事

の責任ある仕事ではないかというふうに思いま

す。私は、長射程ミサイル配備、そして弾薬庫

の建設は国に中止するよう求めることを、重ね

て強く求めたいと思います。

 次は、細島港の特定利用港湾指定の受入れに

ついてです。

 せんだって、県は細島港の特定利用港湾指定

を受け入れる方針を明らかにされました。宮崎

空港に次いで２施設目です。

 県は、「港は民生利用が基本であり、自衛隊

などが施設を優先利用したりすることはない。

港の整備が着実に進み、南海トラフ巨大地震な

どの災害時の迅速な支援につながり、有事の利

用を対象とはしていない」などとしておりま

す。しかし、果たしてそうなのでしょうか。

 細島港は商業港ですから、民生利用は当然で

す。しかし、指定された空港、港湾は、平時か

ら自衛隊の航空機や船舶が訓練や運用で円滑に

利用できるようにする仕組みとしています。そ

のために、港や空港を整備強化して、有事に利

用できるように備えることなのではないでしょ

うか。ましてや、南海トラフ大地震対策を口実

にするなどはとんでもありません。巨大津波で

最初に被害を受けるのは、まさに細島港であ

り、海岸に隣接する宮崎空港ではないのでしょ

うか。

 山口宇部空港が特定利用空港に指定されたの

に伴い、我が党議員が情報開示請求で入手した

資料で判明した重大な問題がありました。戦闘

機の訓練や弾薬庫など、爆発物の運搬などが想

定されていたことです。

 紛争において住民や民用物―民間が使用す

るものと理解いたしますが―保護を定めた

ジュネーブ条約追加第１議定書の52条は、民生

物であっても、それが軍事活動に効果的に資す

るものとして利用されている場合には軍事目的

になるとしていることです。港湾も空港も、自

衛隊が使用すれば民用物ではなくなり、攻撃目

標にされる危険性が出てくるということになる

わけです。

 10月に実施された大規模な自衛隊統合演習

は、輸送の中継地点も含めて20道府県で実施さ

れ、40以上もの民間空港・港湾、漁港を使用し

ています。ますます攻撃目標にさらされること

になりかねません。

 細島港も宮崎空港も特定利用指定の受入れは

撤回すべきと思いますが、知事の見解、御判断

を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 特定利用港湾は、平素

から必要に応じて、自衛隊や海上保安庁が港湾

を円滑に利用できるよう、関係省庁と港湾管理

者の間で「円滑な利用に関する枠組み」を設け

るものであります。

 今年５月に、国から細島港を特定利用港湾の

候補としている旨の説明があり、それ以降、質

疑応答を重ね、あくまで平素の訓練等に関する

取組であり、自衛隊等の優先利用や専用施設の

整備を行うものではないこと、住民の安全・安

心や港湾の民生利用に配慮されることなどを確

認したところであります。

 さらには、細島港の整備が着実に促進される

ことに加え、迅速な災害対応も期待できますこ

とから、先月20日、「円滑な利用に関する枠組

み」を確認した旨、国へ回答しました。

 県としては、県民の安全・安心を確保する観

- 227 -



令和７年12月３日(水)

点から、引き続き、自衛隊等が訓練を実施する

際は、関係自治体等への事前の丁寧な情報提供

や安全対策の徹底、地域住民への配慮等を国に

求めてまいります。

○前屋敷恵美議員 事前の丁寧な情報提供とか

説明があったとしても、軍事訓練等が行われ

る。そのことがひいては戦争などにつながりか

ねない。そういう事態になれば、安心・安全ど

ころではなくなるのではないでしょうか。先を

見越す、そういう立場が県には求められている

と思います。

 次に、高市首相の「台湾有事は存立危機事

態」発言について伺います。

 この発言が今大きく波紋を広げています。高

市首相が「台湾有事は存立危機事態になり得

る」と発言したことは、日中の戦争の可能性に

言及する極めて危険なものだというふうに思い

ます。

 この高市首相発言により、中国の渡航自粛な

どで日本の観光業界に影響が出ている報道があ

りますが、宮崎県での影響はどうでしょうか、

把握しておられればお聞かせください。商工観

光労働部長、お願いします。

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 国の宿泊

旅行統計調査によりますと、本県の令和６年外

国人延べ宿泊者数は約21万3,000人であり、そ

のうち中国からの延べ宿泊者数は約１万1,000

人で、本県の外国人延べ宿泊者数の５％を占め

ております。

 中国から本県への旅行者について、主なホテ

ル等への聞き取りでは、宿泊のキャンセルが一

部あったと伺っておりますが、現時点で大きな

影響は確認できていないところであります。

 引き続き、関係機関と連携しながら動向を注

視してまいります。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございました。

存立危機事態とは、日本が攻撃されていない

状態でも、集団的自衛権を行使し、自衛隊が米

軍のために武力行使できる事態をいいます。

 高市首相は、台湾海峡で米中の武力攻撃が起

こることを想定して、「どう考えても存立危機

事態になり得る」と発言しました。日本への攻

撃がなくても米軍を守るために参戦する、つま

り日本が中国と戦争することがあり得ると宣言

したことに等しいもので、そうなれば、日本に

も中国にも甚大な被害をもたらし、憲法をも

じゅうりんするものです。ここに一番の問題が

あるというふうに思います。

 政府は、戦争に至らないための外交努力こそ

必要であって、県民の安全を守る知事として

は、首相発言は撤回を求めるべきと思います

が、知事の御見解を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 外交や防衛など国家の

安全保障に関することは、国会で十分に議論さ

れ、政府として責任を持って判断がなされるべ

き事項であると認識しております。

 これらの動向は、国民の安全・安心や生命・

財産に直接関わる重要な問題でありまして、ま

た、国民生活に様々な面で大きな影響を生じさ

せる可能性もあると考えております。

 私としては、我が国を含む国際社会の平和と

安定を維持するため、国において国民生活への

影響に十分配慮しつつ、粘り強く丁寧な対話と

不断の外交努力に尽力されることを強く期待す

るものであります。

○前屋敷恵美議員 県民にどういう影響が及ぶ

ことになるか、そこをしっかりと知事としても

配慮して対応していただきたい、このように思

います。

 今回の高市首相の発言は、過去の歴史の中
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で、2008年の日中共同声明の「双方は、互いに

脅威とならない」との合意にも反する軍事的威

嚇の発言です。今、対立と緊張が高まり、様々

な影響が生じていますが、発端は高市首相の

誤った発言です。解決のためには撤回するしか

ないのではないでしょうか。その上で、日中双

方がこれまでの合意に基づいた冷静な対話を行

うことが必要であることを述べておきたい、こ

のように思います。

 では、次の質問に移ります。賃上げのための

中小企業支援についてです。

 長引く物価高騰が家計を大きく圧迫していま

す。しかし、賃金がこの物価高に追いつかない

のが現状です。

 宮崎県の最低賃金が昨年より71円高い1,023

円に引き上げられましたが、全国最低ランクで

す。しかし、この最低賃金を実効あるものにす

る必要があります。それには、物価高騰の中で

苦労している中小企業を支援して賃上げを実現

すること、そのための国や県の支援は不可欠と

思います。

 そこで伺います。これまで県としての中小企

業への支援策はありますか。その取組と、どれ

ほど活用されているのか、実績を伺います。商

工観光労働部長、お願いします。

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 最低賃金

の大幅な引上げが続く中、県内企業において

は、人材確保の必要性などを受け、賃上げが進

められている一方で、その原資の確保が喫緊の

課題であると認識しております。

 このため県では、昨年度、小規模事業者パ

ワーアップ支援事業を実施し、適切な価格転嫁

に向けたセミナー等を開催したほか、294社に

対して生産性向上のための設備投資等を支援し

ており、家族経営などを除いた支援先のうち、

その事業場内最低賃金を５％以上引き上げた事

業者が53.9％あったところです。

 今年度は、生産性向上への支援に加え、価格

転嫁促進支援員による伴走支援を新たに実施し

ており、今後とも、これらの取組を通して、県

内企業の持続的な賃上げにつながるよう支援に

努めてまいります。

○前屋敷恵美議員 県の取組としても、一定の

賃上げも行われている。それは今お答えいただ

いたとおりだと思います。しかし、生産性向上

に向けた取組などと言われますけれども、賃上

げにつなぐ即効性は極めて乏しいのではないか

というふうに私は思います。今必要なのは、中

小企業への直接支援を行うことです。既に、徳

島県、岩手県、群馬県などが直接支援を実施し

て成果を上げておられます。

 群馬県では、昨年度立ち上げた中小企業賃上

げ促進支援金制度をさらに今年度改善して、申

請要件の緩和と対象の拡大が図られています。

 岩手県では、賃上げ支援金拡充の第３弾を発

表し、時給を60円以上引き上げた中小企業に、

従業員１人当たり６万円から８万円、最大50人

分を補助するとして、この12月定例会の補正予

算に27億円を計上します。これは、国の経済対

策に先駆けての実施だというふうに思います。

 こうした他県の実例も参考にして、まず県が

直接支援に踏み出すことが必要、重要だと思い

ます。

賃上げ支援に向けた今後の県の取組、お考え

をお聞かせください。商工観光労働部長、お願

いします。

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 本県経済

の好循環のために、持続的な賃上げの実現を図

ることは重要であると認識しております。

 今般、国は「「強い経済」を実現する総合経
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済対策」を決定し、中小企業等の賃上げ環境の

整備として、価格転嫁対策の徹底や中小企業の

稼ぐ力の強化に加え、重点支援地方交付金を拡

充し、地方公共団体による、賃上げを行う中小

企業等に対する支援を後押しすることなどが示

されました。

 県におきましては、引き続き、国や関係機関

等と連携して、各種制度の周知を含め、中小企

業等の持続的な賃上げに向けた現在の取組を進

めるとともに、国の交付金等の活用も念頭に、

ほかの自治体の取組も参考にしながら、今後、

必要に応じて対応を検討してまいります。

○前屋敷恵美議員 昨年度、徳島県が中小企業

への賃上げ支援を実施して以降、徳島県の実質

賃金がプラスに転じているということが示され

ています。効果が上がっているわけです。

 これまで行ってきた本県の生産性向上を必要

条件とするような支援策では、賃金引上げの即

効性や効果は十分に期待できないのではないで

しょうか。今必要なのは、賃上げ促進の中小企

業直接支援の実施です。ぜひ早急な検討を、そ

して実施を求めたいというふうに思います。よ

ろしくお願いします。

 次に、教員不足の解消と教員の働き方改革に

ついてです。

 教員不足と教員の長時間労働の問題が大きな

課題となっています。

 教員の時間外業務時間の現状をお聞かせくだ

さい。あわせて、教員給与特別措置法、いわゆ

る給特法が６月に改正されましたが、教員の長

時間労働の問題解決になるのか、今後の働き方

改革推進の取組について伺いたいと思います。

教育長、お願いします。

○教育長（吉村達也君） 本県の公立学校教職

員を対象とした、令和６年度教職員勤務状況調

査によると、10月一月当たりの時間外業務時間

が上限45時間を超える職員の割合は、校長が

25.5％、副校長・教頭が 82.6％、教諭等が

32.2％となっております。

 全国的に教職員の時間外業務の多さが問題に

なっており、今般、教員給与特別措置法が改正

され、教職調整額引上げ等の処遇改善や、県及

び市町村教育委員会に対し、業務量管理及び健

康確保に向けた計画策定が義務づけられており

ます。

 県では、第２期推進プランに基づき働き方改

革を進めておりますが、今年度中に策定する業

務量管理等計画に、新たに、部活動や課外の在

り方の検討、校務ＤＸのさらなる推進、学校、

家庭、地域の役割の明確化等を盛り込むことで

計画的に時間外業務の削減を図り、教員が本来

担うべき業務に専念できるよう取り組んでまい

ります。

○前屋敷恵美議員 では、学校現場の現状につ

いて、数点お伺いいたします。

 小中学校における教員の未配置状況と、その

対応についてお伺いします。教育長、お願いし

ます。

○教育長（吉村達也君） ９月１日時点におけ

る小中学校等の未配置は44名であり、未配置の

学校には、可能な限り会計年度任用講師を配置

するよう努めております。

 また、教員の成り手不足が続いていることも

あり、未配置の学校においては、チーム担任制

や教科担任制を行うなど、授業に支障がない体

制を確保するとともに、あわせて、業務支援員

を配置することにより、教員の負担軽減を図っ

ております。

○前屋敷恵美議員 続けて、特別な支援が必要

な児童生徒について、いわゆる通級による指導
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を受けている、利用している小中学校の児童生

徒の数、また、担当する教員の確保、配置につ

いての考え方についてお伺いします。教育長、

お願いします。

○教育長（吉村達也君） 通級による指導を利

用している児童生徒数は、令和７年５月１日現

在、小学校が2,168名、中学校が588名となって

おります。

 また、当該年度に通級指導を担当する教員の

数は、前年末に把握した次年度の対象児童生徒

総数の見込みをベースに、国の規定に基づき、

児童生徒13人に対し教員１人を目安に配置する

こととしており、令和７年度は188名となって

おります。

○前屋敷恵美議員 同じく、特別支援学級に在

籍している児童生徒の数と、担当する教員の確

保、配置の考え方についてお伺いいたします。

教育長、お願いします。

○教育長（吉村達也君） 特別支援学級に在籍

している児童生徒数は、令和７年５月１日現

在、小学校が2,873名、中学校が1,104名となっ

ております。

 また、当該年度に特別支援学級を担当する教

員の数は、４月の始業日における各学校ごとの

対象児童生徒数をベースに、国の規定に基づ

き、１学級８人を上限に教員１人を配置するこ

ととしており、令和７年度は838名となってお

ります。

○前屋敷恵美議員 ありがとうございました。

前段お聞きしました給特法ですが、残業代の

代わりとして支給される教職調整額を給与の

４％から今回10％に引き上げるという僅かな改

善はありました。しかし、それをもって時間外

勤務は無制限では、問題の解決にはなりませ

ん。正確な勤務実態の反映など、現場の実態と

声を踏まえたものにすることが必要だというふ

うに思います。

 文部科学省が調査した2024年度のいじめの件

数は、４年連続で過去最多を更新し、８人の中

学・高校生が自殺しています。

 こども家庭庁と文科省は、11月に「いじめの

重大化を防ぐための留意事項集」をまとめまし

た。学校や教育委員会がいじめを早期発見し、

対応することを強調していますが、現場の教員

は、長時間過密労働の中で、子供に寄り添った

丁寧な対応ができないのが現状で、現場の先生

方は悩んでおられます。

 いじめの問題は、子供たちの命と尊厳に関わ

ります。留意事項集でも、子供の話を丁寧に聴

くことを求めています。そうであれば、それが

できる体制をつくること、教員がゆとりを持っ

て子供たちと向き合える時間を保障することで

す。今必要なのは、教員の長時間労働をなくす

働き方改革と、教員定数を改善すること、教員

を増やすこと、この両方を同時に進めることで

はないでしょうか。

 もちろん、スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーなど、子供たちの心のケ

ア、生活のケアを専門に担当する職員もしっか

り配置することが必要だと思います。

 そこでお伺いします。教員不足、教員の成り

手不足の現状を踏まえて、教育委員会として、

その解消に向けた具体的な対策、取組について

お聞かせください。教育長、お願いいたしま

す。

○教育長（吉村達也君） 教育は、子供たちの

人格の形成に大きく寄与するものであり、教職

は、子供たちと人生を共に歩み、成長を感じる

ことができる仕事です。

 教育委員会では、この教員の魅力を発信して
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いく取組として、教員を目指す中高生を対象

に、若手教員がやりがいや魅力を直接伝える

「ひなた教師ドリームカフェ」や、大学１・２

年生等を対象に、教員の業務や学校の魅力を直

接体験できるスクールトライアル、教員を志望

する高校生や大学生、社会人を対象に、本県で

教員として働く魅力を伝える説明会を全国８か

所で開催するなど、様々な取組を行っておりま

す。

 今後、これまで以上に、教員の魅力発信とと

もに働き方改革に全力で取り組み、情熱と使命

感を持った人材の確保に努めてまいります。

○前屋敷恵美議員 よろしくお願いしたいと思

います。

 将来、教員を目指したい学生・生徒に希望が

持てるような明るい未来を示すことが、今、本

当に何よりも大事です。学校現場や教員がブ

ラックだなどと言われるような、そういう間

違った受け止めをされては、教員の成り手はな

かなかいないと思います。それにはきちんと教

員が配置され、安心して通える学校を子供たち

に保障すること、こうした手だてが教員の志望

者を増やし、教員不足の解決になると思いま

す。定数改善の声を国にもしっかり上げていく

こと、そして実現させることを強く求めるもの

です。よろしくお願いいたします。

 次に、加齢性難聴者の補聴器購入支援につい

て伺います。

 60歳半ばから70歳半ばで３人に１人、75歳以

上では約半数以上が難聴に悩んでいるという

データが示されております。

 加齢性難聴は、年を取れば誰にでも訪れる病

気で、治ることはありません。難聴がきっかけ

で、社会参加ができなくなったり、認知症を発

症したり、また内臓にも影響を及ぼすことが明

らかになっています。しかし、補聴器で補えば

聞こえを取り戻すことができます。ところが、

補聴器は性能によっては高価で、年金生活者に

はとても手が出ないと訴えられています。

今、全国の43都道府県483自治体で、補聴器

購入助成制度を実施して、高齢者の社会参加を

促しています。県内でも助成制度を実施してい

る自治体もあり、県の一定の支援があれば、多

くの自治体の制度化を促すことにもつながりま

す。

 加齢性難聴者の補聴器利用の効果についての

認識と、県の助成制度が設けられないか伺いた

いと思います。福祉保健部長、お願いします。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 高齢者が社会

的孤立や認知症疾患にならないためには、他者

との交流や社会参加が大変重要であります。

 議員御指摘のように、聞こえづらくなること

で、人とのコミュニケーションがおっくうとな

り、ひきこもりや認知症のリスクが高まる可能

性があるものと考えております。

 現在、県では、高齢者等が仲間と交流できる

通いの場や、認知症の方や御家族、地域の方が

集う認知症カフェなどの取組を支援していると

ころです。

 今後とも、市町村や関係団体とも連携しなが

ら、難聴の高齢者がコミュニケーション能力を

維持できるよう、その社会参加の促進に取り組

んでまいります。

○前屋敷恵美議員 補聴器購入助成制度につい

ては、国の制度として図っていただくような要

求も、せんだって厚労省にはしてまいりまし

た。しかし、まずは、県と各自治体との共同で

の支援体制を求めたいと思います。

 補聴器があれば、まだまだ働けるという高齢

者も多く、ボランティアなどで世の中のために
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尽くしたいという高齢者もおられます。何より

高齢者の積極的な社会参加にもつながり、認知

症予防にも効果を発揮します。

 先ほど来、お話も出ていますが、元気に活躍

できる高齢者でいてもらうために、ぜひ補聴器

購入助成制度の創設を県として検討していただ

きたい、このように思います。よろしくお願い

いたします。

 では、続いてまいります。学生の公共交通機

関利用について伺います。

 学園木花台にあります宮崎大学が、宮崎駅前

に、大学のキャンパス、錦本町ひなたキャンパ

スを開校いたしました。ここで授業を受ける学

生は、木花キャンパスから通うことになったわ

けです。交通手段は主に公共のバス利用です。

しかし、交通費がかなりの負担になると学生

は訴えています。木花キャンパスから宮崎駅ま

で片道約700円、往復1,400円にもなり、本当に

大きな負担だというふうに思います。

 大学生は今、授業料値上げ問題にさらされ、

物価高騰が生活を直撃し、心穏やかに学ぶこと

に厳しさがあるのではないでしょうか。宮崎を

学びの地に選び、生活している学生・若者に、

何らかの手助けができないものかと思うわけで

す。

 県としても、若者にとって利用しやすい路線

バスの環境づくりにどのように取り組んでいく

のか伺いたいと思います。総合政策部長、お願

いします。

○総合政策部長（川北正文君） 若者がバスを

利用しやすい環境づくりは、路線バスの維持・

充実を図り、県民の移動手段の確保につながる

ものです。

 このため県では、昨年度実施した県民アン

ケートや本年度のバス無料デーにおけるヒアリ

ング調査等により、若者も含めた県民の皆様か

ら、バスを利用したいと思える方策等について

御意見を伺っており、今後の利用促進策の検討

などに活用してまいります。

 また、事業者においても、平日の特定時間内

に乗り放題となる割引チケット等を販売するな

ど、学生等が利用する際に有用なサービスを提

供しております。

 県としましては、今後とも、路線バスが若者

にとって利用しやすいものとなるよう、市町村

や事業者と連携して取り組んでまいります。

○前屋敷恵美議員 私は本来ならば、宮崎大学

がキャンパスを新たに設けたわけですから、大

学側として何らかの手だてがあってしかるべき

かとも思うわけですが、学生にとっては、宮崎

駅前キャンパスに毎日通学するわけではないの

で、定期券を購入するまでには至らない。

これは私の考えですが、必要なときに割安で

利用できる回数券などのような支援ができない

かと。今、乗り放題の割引チケットとかの御提

示もありましたけれども、回数券は必ず乗りま

すよという先付手形のようなものですから、事

業者にとってはそんなに損はないというふうに

思うんです。

 高齢者には大いに乗ってもらおうという支援

策があります。学生にも若者にも乗ってもら

う、利用してもらう方策があってもいいのでは

ないかと思います。路線バスの維持にもつなが

ると私は思います。

 ぜひ、県からも交通事業者への提案、働きか

けをお願いしたい。そしてまた、先ほどお話し

しましたが、この宮崎の地で学び、働いて、生

活していただく、こういう若者を増やしていく

ためにも、若者にもっと支援していく、こうい

う方向性が必要ではないかと思いますので、よ
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ろしくお願いしたいと思います。

 今回用意いたしました質問は以上です。今回

は私の今年最後の質問となりました。

 今、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを

増すとして、住民を犠牲にしての基地強化、軍

事拡大が進み、国民の暮らしに予算が回らな

い。こうした中での県民の今の暮らしです。

 戦争の危険から県民を守る、戦争にさせない

外交に徹するよう国に進言すること、これが地

方自治体の最大の責務だと私は思います。軍備

強化で威嚇しても解決にはなりません。さらな

る危険を増すだけです。

 今、日本からの武器輸出拡大が狙われ、軍需

産業が著しい伸びを示しています。ここにさら

なる税金が使われる悪循環を生み出す危険性す

らあります。こうした軍事に使う税金は国民の

暮らしにと要求して、県民の安心・安全な暮ら

しのために、ぜひ新年度予算に生かしていただ

く、こういうことを申し述べて、本日全ての質

問を終わります。

 少し時間も残りましたが、以上で終わらせて

いただきます。ありがとうございました。（拍手）

○外山 衛議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

○外山 衛議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第32号までの各号議案を一括議題

といたします。

 質疑の通告はありません。

◎ 議案第19号から第21号まで採決

○外山 衛議長 ここで、教育委員会委員及び

収用委員会委員の任命の同意についての議案第

19号から第21号までの各号議案についてお諮り

いたします。

 各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山 衛議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

 討論の通告はありません。

 これより採決に入ります。

 議案第19号から第21号までの各号議案につい

て、一括お諮りいたします。

 各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山 衛議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第18号まで及び

第22号から第32号まで委員会付託

○外山 衛議長 次に、議案第１号から第18号

まで及び第22号から第32号までの各号議案は、

お手元に配付の付託表のとおり、それぞれ関係

の委員会に付託いたします。

 明日からの日程をお知らせいたします。

 明日４日から９日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

 次の本会議は、10日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

 本日はこれで散会いたします。

   午後１時47分散会
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